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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年１１月７日（火）  午前１０時 ２分 開会 

                 午後 ４時５０分 散会 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 増 永 和 起  副委員長 村 上 英 明  委  員 南 野 直 司 

   委 員 弘   豊   委  員 森 西  正  委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正         副市長 奥 村 良 夫   

市民生活部長 野 村 眞 二  同部理事 小林寿弘  

同部参事兼産業振興課長 池 上  彰 

自治振興課長 丹 羽 和 人  市民活動支援課長 船 寺 順 治 

市民課長 川 本 勝 也  文化スポーツ課長 妹 尾 紀 子 

農業委員会事務局長 辻  稔 秀 

  環境部長 山 田 雅 也  同部参事兼環境センター長 鈴 木 康 之 

環境政策課長 飯 野 祐 介  環境業務課長 三 浦 佳 明 

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平 井 貴 志 

同部参事兼高齢介護課長 吉 田 量 治   

  保健福祉課長 有 場  隆  同課参事 川 口 敦 子 

  生活支援課長 大 西 健 一  障害福祉課 森 川  護    

  国保年金課長 安 田 信 吾 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局次長代理 田 村 信 也 同局書記 関  正 秀

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成２８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出 

決算認定の件 

  認定第３号 平成２８年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 
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  認定第８号 平成２８年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 

認定第７号 平成２８年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前１０時２分 開会） 

○増永和起委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 １０月は雨が多くございましたけれど

も、１１月になってからはいいお天気が続

いておりますが、ただ、朝晩といいますか、

めっきり冷え込みが厳しくなってきてお

ります。そんな中、きょうは民生常任委員

会をお持ちいただきまして大変ありがと

うございます。 

 本日は、平成２８年度の決算について、

当委員会所管分についてご審査をいただ

くわけですが、何とぞ慎重審査の上、ご認

定いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 一旦退席させていただきます。 

○増永和起委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、弘委員を

指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付してあります案のとおり行うことに、異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 おはようございます。 

 それでは、認定第１号、平成２８年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち保健福

祉部が所管しております事項につきまし

て、目を追ってその主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金のうち保健福祉部に係り

ますものは、社会福祉費負担金、児童福祉

費負担金のうち助産施設入所負担金及び

つくし園利用者負担金、障害福祉費負担金

で、前年度に比べ３．７％、１，１９２万

２，７２９円の増となっております。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金のうち保

健福祉部に係りますものは、社会福祉費負

担金、児童福祉費負担金のうち助産施設負

担金、生活保護費等負担金、障害福祉費負

担金で、前年度に比べ５．３％、１億５，

３１７万５，６１０円の増となっておりま

す。これは生活保護費等負担金、障害者自

立支援給付費等負担金、更生医療費負担金

の増などによるものでございます。 

 ３８ページ、目２衛生費国庫負担金は未

熟児に係る養育医療費負担金で、前年度に

比べ５．１％、１２万４，８９９円の減と

なっております。 

 項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金

のうち保健福祉部に係りますものは、社会

福祉費補助金のうち生活困窮者自立支援

事業補助金、生活保護費補助金及び障害福

祉費補助金で、前年度に比べ３．０％、１

２６万５，０００円の増となっております。 

 ４０ページ、目３衛生費国庫補助金は、

前年度に比べ１９８．３％、３４万８，９

２０円の増となっております。これは後期

高齢者医療費制度事業費補助金が交付さ

れたことによるものでございます。 

 ４２ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、前年度に比べ３．８％、９９万１，
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９９９円の減となっております。 

 款１５府支出金、項１府負担金、目１民

生費府負担金のうち保健福祉部に係りま

すものは、社会福祉費負担金、児童福祉費

負担金のうち助産施設負担金、生活保護費

負担金、障害福祉費負担金で、前年度に比

べ４．７％、３，８８１万６，９８４円の

増となっております。これは後期高齢者医

療保険基盤安定負担金、障害者自立支援給

付費等負担金、更生医療費負担金の増によ

るものでございます。 

 目３衛生費府負担金は、前年度に比べ３

０．８％、３２万３，３８４円の増でござ

います。 

 ４４ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金のうち保健福祉部に係りますも

のは、社会福祉費補助金、老人福祉費補助

金、老人医療費補助金、障害福祉費補助金、

障害者医療費補助金、権限移譲交付金のう

ち高齢介護課と障害福祉課に係る交付金

で、前年度に比べ３．０％、４８７万１，

９６６円の減となっております。 

 ４６ページ、目３衛生費府補助金のうち

保健福祉部に係りますものは、所有者不明

動物死体処理交付金を除く保健衛生費補

助金と、保健福祉課に係る権限移譲交付金

で、前年度に比べ１．４％、８万４，３２

５円の増となっております。 

 ５０ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金のうち保健福祉部に係ります

ものは、保健福祉課への一般寄附でござい

ます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項１特別会

計繰入金、目２介護保険特別会計繰入金は、

前年度に比べ２９．２％、５４４万３，４

５７円の増でございます。 

 款１９諸収入、項３貸付金元利収入、目

４三次救命救急センター貸付金元利収入

は、前年度に比べ１．１％、２１万３，０

６９円の減でございます。 

 ５４ページからの項４雑入、目２雑入の

うち保健福祉部に係りますものは、５９ペ

ージの保健福祉課、生活支援課、高齢介護

課、障害福祉課、国保年金課分で、各種検

診自己負担金、生活保護法による返還金及

び徴収金、障害者医療返還金、一部負担金

相当額等一部助成返還金などでございま

す。 

 続きまして歳出でございますが、１１０

ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目

１社会福祉総務費は、人件費関係を除き前

年度に比べ２．１％、６，０９３万２，７

７７円の増となっております。これは主に

デイハウスましたの建替工事によるもの

でございます。 

 １１６ページ、目２老人福祉費は、前年

度に比べ０．６％、１０６万８，６８１円

の増となっております。 

 １１８ページ、目３国民年金総務費は、

国民年金事務に係る経常経費でございま

す。 

 目４国民年金事務費は前年度に比べ３

７．５％、１８万８，０１９円の増となっ

ております。これは国民年金システム改修

委託料によるものでございます。 

 目５老人医療助成費は、前年度に比べ１．

０％、１５１万１，０１９円の増となって

おります。 

 １２０ページ、目６障害者医療助成費は、

前年度に比べ３．７％、４１１万９，０５

８円の減となっております。これは障害者

医療費の減などによるものでございます。 

 目７障害福祉費は、前年度に比べ７．

１％、１億３，７０７万６，６９２円の増

となっております。これは障害福祉サービ

ス費等給付費の増などによるものでござ
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います。 

 １２４ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費のうち保健福祉部に係

りますものは、１２７ページの助産施設運

営費負担金で、前年度に比べ１８．８％、

２４万２，３７０円の減となっております。 

 １３２ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費を除き前年度に比

べ４４．０％、８３４万２，４０５円の増

となっております。これは生活保護システ

ム更新委託料の増などによるものでござ

います。 

 １３４ページ、目２扶助費は前年度に比

べ４．０％、１億１，１８１万２，３８５

円の増となっております。これは生活保護

費及び過年度分国庫返還金の増によるも

のでございます。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健

衛生総務費のうち保健福祉部に係ります

ものは、保健センター及び休日小児急病診

療所管理委託料、三島救命救急センター負

担金などが主なもので、人件費を除き前年

度に比べ０．６％、９８万７，６８４円の

増となっております。これは保健センター

管理委託料の増などによるものでござい

ます。 

 １３６ページ、目２予防費は、前年度に

比べ３．７％、１，５４８万８，６６３円

の増となっております。これは主に各種予

防接種委託料などの増によるものでござ

います。 

 以上、保健福祉部が所管しております平

成２８年度一般会計歳入歳出決算につい

ての補足説明とさせていただきます。 

○増永和起委員長 野村市民生活部長。 

○野村市民生活部長 おはようございま

す。 

 それでは、認定第１号、平成２８年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち市民生

活部文化スポーツ課以外にかかわります

項目について、目を追ってその主なものを

補足説明させていただきます。 

 まず歳入でございますが、３０ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料のうち、市民活動支援課に係

るものは、コミュニティプラザ等の施設使

用料で、前年度に比べ２．３％の増となっ

ております。 

 ３２ページ、目３衛生使用料のうち市民

課に係るものは、斎場使用料、葬儀会館使

用料等で、前年度に比べ５．３％の増とな

っております。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち市民課に係るものは、戸籍手数料、

住民票手数料、印鑑証明手数料等で、前年

度に比べ１．５％の増となっております。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち市

民課に係るものは個人番号カード交付事

業費補助金及び個人番号カード交付事務

費補助金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち市民生活

部に係るものは、ＮＰＯ認証事務に対する

権限移譲交付金及び旅券発給事務に係る

窓口対応業務に対する権限移譲交付金、通

学路防犯カメラ設置促進事業補助金でご

ざいます。 

 ４６ページ、目４農林水産業費府補助金

は、農業委員会及び農業振興に係る補助金

等でございます。 

 同ページ、目５商工費府補助金は地方消

費者行政活性化交付金等でございます。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち産業振

興課に係るものは、摂津市商工会への建物



－6－ 

貸付に係る収入でございます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目４墓地管理基金繰入金は、前年度

に比べ４４．０％の減となっております。 

 同ページ、款１９諸収入、項３貸付金元

利収入、目２中小企業事業資金融資預託金

収入は、金融機関からの戻入でございます。 

 ５６ページ、項４雑入、目２雑入のうち

雑収入は、安全・安心まちづくり推進事業

として防犯カメラの設置に係る助成金、市

民農園利用料、南千里丘分室入居者負担金

等でございます。 

 また、６２ページ、旅券事務印紙等売捌

収入及び旅券事務印紙等売捌手数料は、前

年度に比べ８．０％の増となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、８０

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

６都市交流費は、国際交流嘱託員への報酬

及び国際交流協会への補助金等でござい

ます。 

 ８４ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯及び街頭防犯カメラに係る電気料金や

防犯カメラ保守点検委託料、摂津防犯協会

負担金等でございます。 

 ８６ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員への報酬や地域活性化事業及び

摂津まつり振興会への補助金等でござい

ます。 

 同ページ、目１４文化振興費は、市民ル

ーム及び小川自動車駐車場の指定管理料

などでございます。 

 ８８ページ、目１５コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザ指定管理料、市

民公益活動補助金及び市制施行５０周年

企画事業補助金等に係る経費でございま

す。 

 ９０ページ、目１６コミュニティセンタ

ー費は、別府コミュニティセンターの市民

活動支援嘱託員への賃金、指定管理料、新

築工事に伴います工事監理委託料、工事請

負費等でございます。 

 ９８ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本

台帳事務に係る経費のほか、市民サービス

コーナーの管理、窓口業務の委託、個人番

号カード交付事務などに係る経費でござ

います。 

 １４０ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

指定管理料などの経費でございます。 

 １４２ページ、目７墓地管理費は、市営

墓地の管理に係る経費でございます。 

 １４８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

委員報酬及び農業委員会に係る経費でご

ざいます。 

 同ページ、目２農業総務費は、農政事務

に係る経費及び大阪府北部農業共済組合

負担金でございます。 

 １５０ページ、目３農業振興費は、地域

米消費拡大対策事業、市民農園の管理指導、

鳥飼なす保存に係る委託料及び花とみど

りの補助金、農業祭実行委員会補助金等で

ございます。 

 １５２ページ、款６商工費、項１商工費、

目１商工総務費は、商工事務に係る経費及

び労働相談に係る報償金等でございます。 

 同ページ、目２商工振興費は、南千里丘

分室管理経費、創業支援事業、企業立地奨

励金、中小企業事業資金融資預託金等でご

ざいます。 

 １５４ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームの運営に係る経費等でご

ざいます。 

 以上、市民生活部のうち文化スポーツ課

以外にかかわります項目について、平成２
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８年度摂津市一般会計歳入歳出決算の補

足説明とさせていただきます。 

○増永和起委員長 小林市民生活部理事。 

○小林市民生活部理事 おはようござい

ます。 

 認定第１号、平成２８年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、市民生活部文化ス

ポーツ課にかかわります項目につきまし

て、目を追ってその主なものを補足説明さ

せていただきます。 

 まず歳入でございますが、決算書３０ペ

ージ、款１３使用料及び手数料、項１使用

料、目１総務使用料のうち文化スポーツ課

に係るものは、文化ホール等使用料、テニ

スコート使用料、体育館使用料等で、前年

度に比べ２．９％の増となっております。 

 次に、５０ページ、款１７寄附金、項１

寄附金、目１寄附金のうち文化スポーツ課

に係るものは、市民文化ホールリニューア

ルに際しての緞帳及び大型液晶テレビ設

置に対する寄附でございます。 

 次に、５６ページ、款１９諸収入、項４

雑入、目２雑入のうち文化スポーツ課に係

る雑収入は、文化ホール入場料、体育館等

各種教室参加費等でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、８６

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１４文化振興費のうち文化スポーツ課に

係るものは、市民文化ホール管理運営に係

る指定管理料、市民文化ホールリニューア

ル工事に係る経費等でございます。 

 １０６ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費は、スポーツ推進委員活動事

業に係る委員報酬等でございます。 

 １０８ページ、目２体育振興費は、市長

杯総合スポーツ大会、摂津ふれあいマラソ

ン大会等に係る委託料、地区市民体育祭実

施に係る補助金等でございます。 

 １１０ページ、目３体育施設費は、市内

体育施設維持管理及び運営に係る指定管

理料、修繕料等でございます。 

 以上、市民生活部文化スポーツ課にかか

わります平成２８年度摂津市一般会計歳

入歳出決算の補足説明とさせていただき

ます。 

○増永和起委員長 山田環境部長。 

○山田環境部長 おはようございます。 

 認定第１号、平成２８年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、環境部にかかわり

ます部分につきまして、目を追ってその主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。 

 まず歳入でございますが、３２ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

３衛生使用料のうち環境センター及び環

境業務課に係るものは、環境センター施設

等使用料、リサイクルプラザ用地使用料で

ございます。 

 ３４ページ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち環境政策課に係るものは、飼犬登

録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料

等でございます。また、環境業務課及び環

境センターに係る主なものは、一般廃棄物

焼却手数料、一般廃棄物収集運搬処分手数

料、し尿処理手数料等でございます。 

 ４６ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境政策

課及び環境センターに係るものは、所有者

不明動物死体処理交付金及び権限移譲交

付金でございます。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、環境政策課に係る一般寄附でございま

す。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境基金か

ら一般会計への繰入金でございます。 
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 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち環境業務課及び環境セン

ターに係るものは、資源ごみ売却収入、ペ

ットボトル拠出金等でございます。 

 次に、歳出でございますが、１３４ペー

ジ、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保

健衛生総務費のうち環境政策課に係るも

のは、環境衛生に関する事務に係る経常的

な経費のほか、環境の保全及び創造に関す

る条例改正審議会委員報酬、訴訟等委託料

でございます。 

 １３８ページ、目３環境衛生費は、飼犬

登録、動物死体処理及び消毒業務等に係る

経費でございます。 

 １４０ページ、目４公害対策費は、大気、

水質、騒音・振動対策等に係る経費でござ

います。 

 目５環境政策費は、環境基金への積立金、

地球温暖化対策の啓発事業等に係る経費

でございます。 

 １４２ページ、項２清掃費、目１清掃総

務費は、一般廃棄物の収集運搬の事業に係

る経常的な経費でございます。 

 目２塵芥処理費は、再生資源集団回収等

の報償金、可燃ごみ不燃ごみ再生資源に係

る収集運搬委託料、不燃ごみ搬出処理委託

料等でございます。 

 １４６ページ、目３し尿処理費は、し尿

収集運搬委託料のほか、し尿及び浄化槽汚

泥の処理に係る経費でございます。 

 目４環境センター費は、環境センターに

おけるごみ焼却処理経費、夜間等の運転管

理業務委託経費のほか、３号炉及び４号炉

の維持管理に係る経費でございます。 

 以上、環境部にかかわります決算の補足

説明とさせていただきます。 

○増永和起委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、歳入に当たっ

ては決算書、歳出に際しましては決算概要

で質問をさせていただきます。 

 一つ目に、決算書３０ページ、款１３使

用料及び手数料、項１使用料、目１総務使

用料、節２コミュニティプラザ使用料に関

しまして、備考欄にありますように自動車

駐車場使用料、コミュニティプラザ建物使

用料を除いた使用料ですね、１，４４９万

２，５４２円となってますが、もともとの

この予算がどのようになっていたのかお

聞かせください。先ほど説明ありましたよ

うに、昨年実績より少し上がっているとい

うことで、８５万円程度増額しておりまし

たので、利用者がふえているのではないか

というふうに認識しております。 

 続きまして、３４ページ、項２手数料、

目２衛生手数料、節１飼犬登録手数料に関

しまして、備考欄にありますように、狂犬

病予防注射済票交付手数料は１１６万７，

１００円となっております。これは昨年度

と同等金額になっておりますけれども、事

務報告書１４７ページによりますと、注射

済み交付が２，１２２件となっていますけ

ども、そもそも狂犬病予防注射の接種率が

どんな状況になっているのかお聞かせく

ださい。 

 三つ目です。４６ページ、目２民生費府

補助金、節９障害者医療費補助金に関しま

して、これも備考欄に医療費補助金として

４，６１３万２，９１７円と記載がありま

して、これは９，２２６万５，８４３円の

２分の１というふうに記載がございます。

あと、決算概要に飛びますけども、８０ペ

ージの目６障害者医療助成費、障害者医療

費助成事業の障害者医療費というところ

で１億６６０万２，４８４円となっており
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まして、この金額は合いません。というこ

とで、申請漏れがあるのではないかと思い

ましたので、合わない理由をお聞かせくだ

さい。 

 続きまして、歳出ということで、決算概

要でお願いいたします。 

 まず、４８ページ、目６の都市交流費、

これ中国蚌埠市の友好交流事業につきま

して、予算現額は３９万９，０００円に対

して執行率がゼロになっております。これ

参考に昨年度を見ますと、同じくゼロとな

っておりますので、現在の状況をお聞かせ

ください。 

 続きまして５０ページ、目１０防犯対策

費、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業の防犯灯

設置工事決算額は、１５９万４，２９６円

となっておりまして、これも昨年度同様に

おおむね１００％の執行率となっており

ます。事務報告書によりますと、９６ペー

ジに実績の記載はありますけれども、計画

に対してどのような進捗になっていたの

かお聞かせください。 

 続きまして、５２ページ、同じく目１０

の防犯対策費、防犯カメラ設置事業、機械

器具費決算額は５２９万２，０００円と、

これは昨年度実績の倍以上の決算額とな

っております。事務報告書の記載はござい

ませんでした。実施状況と計画に対しての

進捗状況がどのようになっているのかお

聞かせください。 

 続きまして、６４ページの目１戸籍住民

基本台帳費、個人番号カード交付事業、個

人番号カード関連事務交付金におきまし

て、これは予算現額２，７８０万３，００

０円に対しまして、決算額が１，３８９万

７，６００円と、ここだけの執行率を計算

しますと約５０％というふうに低い状況

です。ですので、どのような状況なのかと

いうことと、現在の普及率に関してもあわ

せてお答えください。 

 続きまして、７０ページ、目２体育振興

費、スポーツ教室振興事業において、予算

現額３６１万５，０００円に対しまして執

行率が１００％ときっちりジャストにな

っております。事務報告書１２８ページに

実績の記載はありますけれども、全て計画

どおりに実施したということなのかお聞

かせいただきたいのと、また第４次摂津市

総合計画において、平成３２年度には各種

スポーツ教室の延べ参加人数を７万８，０

００人と目標が挙げられておるんですけ

れども、この目標値との関連性についても

お聞かせいただければと思います。 

 続きまして７４ページ、目１社会福祉総

務費、地域福祉活動拠点整備補助事業のデ

イハウスました建替工事の予算現額は、今

年度単発で９，１３８万５，８００円と計

上されて施工されております。既往施設は

プレハブ造の平家建だと認識しておりま

すけども、この予算の根拠と施工内容につ

いてお聞かせください。 

 続きまして７６ページ、目１社会福祉総

務費、生活困窮者自立支援事業、非常勤職

員費等賃金につきまして、決算額は６４６

万１，２２０円となっておりまして、事務

報告書１７５ページに自立相談支援事業

の実績の記載がございます。ここで新規の

相談案件が１７３件とありましたけれど

も、実際に自立された方や、あるいは問題

解決に至った実績がどれだけあったのか

お聞かせください。 

 また、事務報告書の１７６ページ（２）

相談状況の内訳②相談内容において、経済

的困窮というのが９８件と一番多い状況

でございますので、具体的な取り組み内容

についてもお聞かせください。 
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 続きまして、７６ページ、目１社会福祉

総務費、せっつ高齢者かがやきプラン推進

事業、せっつ高齢者かがやきプラン策定委

託料ということで、予算現額が２６３万６，

０００円ということで、それに対して決算

額が２３８万４，６４０円と計上されてお

ります。これは第７期高齢者かがやきプラ

ンというのは平成３０年度の４月に策定

になっておるかと思いますけれども、なぜ

平成２８年度に予算計上を実施されてい

るのか、予算の根拠と内容に関してもお聞

かせください。ちなみに平成２９年度予算

にも２８０万１，０００円計上されており

ます。 

 続きまして、７８ページ、目２老人福祉

費、ひとり暮らし高齢者等安全対策事業、

高齢者実態把握支援システム構築委託料

は、決算額として２３７万６，０００円と

計上されておりますけれども、これも平成

２８年度のみの計上となっておりますの

で、どのような内容かお聞かせください。 

 続きまして、８２ページ、目７障害福祉

費、障害者職業能力開発センター等補助事

業におきまして、予算現額が８３７万８，

０００円に対しまして、決算額が４９９万

１，６９６円と執行率が５９．６％と低い

状況でございます。参考に平成２７年度の

執行率を見てみますと６８．９％と同様に

低い状況ですので、どのような取り組み状

況になっているのかお聞かせください。 

 続きまして、８２ページ、目７障害福祉

費、障害児育成医療事業の予算現額は２０

０万９，０００円に対しまして、これも執

行率が３３．１％と極端に低い状況です。

また、この予算額は昨年度を見ますと９０

万９，０００円ということで、倍以上今年

度計上されておりますけども、その理由に

関してもあわせてお聞かせください。 

 続きまして、９４ページ、目１保健衛生

総務費、保健センター運営事業におきまし

て、予算現額は１億１，４７６万９，００

０円と高額の予算計上しているにもかか

わらず、決算額が８，５６１万４，０８７

円と執行率がこれも７４．６％と低い状況

でございます。備考欄には健診、介護予防、

リハビリ等、保健センターの業務の充実と

書かれておりますけれども、なぜ執行率が

低いのかお聞かせください。 

 また、決算額は昨年を見ますとほぼ同等

となっているんですけども、予算現額が昨

年よりも１，２００万円上乗せされており

ますので、その理由もあわせてお聞かせく

ださい。 

 続きまして、９６ページ、目２予防費、

まちごとフィットネスヘルシータウン事

業におきまして、予算現額は６１万円に対

しまして決算額は２１万４，１３２円と、

金額こそ小さいですけども、これも非常に

執行率が低い状況でございますので、どの

ような状況かお聞かせいただきたいと思

います。 

 また、事務報告書１７２ページを見ます

と、うきうきせっつウオーキングが延べ８

回、１，０００人近くの参加者となってお

りますけども、計画に対してどうだったの

かということも含めて、状況に関してもあ

わせてお聞かせください。 

 続きまして、９８ページ、目２予防費、

まちごと元気ヘルシーポイント事業、これ

は予算額が２２３万１，０００円に対しま

して９３．０％と比較的高い執行率になっ

てますけども、この当該事業は健診受診率

の向上等を目的としてまして、平成２７年

度よりスタートしていると認識しており

ますけども、現在の状況をお聞かせくださ

い。 
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 続きまして、１０２ページ、目２塵芥処

理費、リサイクルプラザ整備事業、リサイ

クルプラザ増築工事関係におきまして、合

計で３，０００万円程度の決算額となって

おりまして、これも今年度単独の計上とな

っております。どのような内容になってい

るのかお聞かせください。 

 続きまして、１１０ページ、目２商工振

興費、企業立地等促進事業におきまして、

予算額が２億２，７７１万９，０００円に

対しまして、決算額が１億７，３１７万２，

５４３円と７６．０％の執行率ということ

で、若干低い状況でございます。これも参

考に昨年度を見ますと６４．９％とさらに

低い状況になっておりますので、どんな状

況なのかお聞かせください。 

 最後ですけども、決算書ではないんです

が、平成２８年度、大阪府新子育て支援交

付金というやつです。これの難聴児に対す

る補聴器の交付事業というのがあるかと

思います。事業内容としましては、身体障

害者手帳の交付対象にならない軽度・中度

の難聴児に対して市独自で特別補聴器を

交付するとあります。平成２８年度は事業

開始初年でありまして、申請が１件であっ

たと認識しております。今後も継続して本

事業の周知を図っていくとなっておりま

すけども、結果として、補聴器を交付する

のもいいんですけれども、乳幼児の健診時

等に異常の兆候等を察知して早期に対処

することで改善に向かうと考えますが、現

在の乳幼児の健診状況等々につきまして

お聞かせいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 船寺課長。 

○船寺市民活動支援課長 そうしました

ら、１番目の質問の使用料、総務使用料、

コミュニティプラザ使用料についてお答

え申し上げます。 

 コミュニティプラザ使用料は、当初予算

につきましては１，３００万円計上してお

りますが、これにつきましては過去３年間

の使用料の平均を計上しております。平成

２８年度につきましては、平成２７年度と

比較して使用料収入が６．２％増加になっ

ておりますが、この理由につきましては、

平成２８年度は文化ホールが改修中で閉

館になっていたという理由もございます。

その理由などによりコンベンションホー

ルなどの使用料の比較的高い施設の利用

が多くなったためにこのように使用料が

高くなったと考えております。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 狂犬病予防注射の

接種率についてお答えいたします。 

 平成２８年度におきましては、登録され

ている犬３，５６０頭のうち２，１２２頭

に注射をしております。接種率は５９．

６％となっております。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 決算書４６ページ、

障害者医療費補助金と決算概要８０ペー

ジ、障害者医療費の決算額が合わない理由

についてご答弁させていただきます。 

 歳出の障害者医療費助成事業につきま

しては１億７６９万３，６６４円となって

おりますが、この歳出の金額には市単独事

業であります入院時食事療養費助成の金

額、国民健康保険が支払います高額療養費

に関しての部分を、一旦障害者医療費とし

て支払っている部分がございます。 

 それから、補助金の申請が１月から１２

月までの診療分が対象となっております

ことから、決算額とのずれが生じまして金

額が合わないということとなっておりま

す。 
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○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 自治振興課にかか

わりますご質問にご答弁させていただき

ます。 

 まず１点目、中国蚌埠市交流事業の未執

行の理由でございます。中国蚌埠市交流事

業の予算につきましては、中国蚌埠市友好

訪問団の受け入れに係ります経費を計上

したものでございまして、平成２８年度に

関しましては中国蚌埠市からの訪問団の

来摂がなかったため、未執行となってござ

います。 

 続きまして、防犯灯の設置状況について

でございます。平成２８年度末の防犯灯設

置台数は６，５１９灯でございます。設置

に関しましては、摂津市防犯灯設置要綱に

沿い、犯罪や事故が発生した場所や発生の

おそれがある場所など、防犯上必要と認め

られる箇所に、自治会や市民のお声を聞い

て予算の範囲内で設置を行っているとこ

ろでございます。平成２８年度につきまし

ては、新たに２２灯を新規設置、また５灯

について照度アップ等の改修を行ったと

ころでございますが、マンション建設や吹

田操車場跡地開発に伴い、３４灯の廃灯を

行ったところでございます。 

 続きまして、防犯カメラの設置推進状況

についてでございます。街頭犯罪を未然に

防止することを目的として、平成２５年度

から設置を開始いたしました。その後、平

成２７年に発生した寝屋川中学生男女殺

害事件をきっかけに、街頭防犯カメラの効

果や必要性が注目され、全国的に増設が進

められたところでございます。 

 本市におきましても、平成２８年度には

３０台の増設を行い、市内設置合計７０台

が稼働しているところでございます。現在、

平成２９年度には３０台の増設をし、目標

でございます１００台の設置が完了する

よう進めているところでございます。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課にかか

わりますご質問にお答え申し上げます。 

 決算概要６４ページの個人番号カード

交付事業の個人番号カード関連事務交付

金の執行率が低い理由でございます。この

個人番号カード関連事務交付金につきま

しては、国から金額の提示を受けまして予

算を設定しているところでございますが、

マイナンバーカードの交付の状況が全国

的に国の想定を大きく下回ったため、執行

率が低下したものでございます。 

 続きまして、マイナンバーカードの普及

率でございますが、本市におきましては昨

日、１１月６日現在でカードの交付が１万

１，５８２枚、市民の約１３．６％の方に

交付をしております。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、光好

委員の８番目の質問で文化スポーツ課に

係りますスポーツ教室振興事業につきま

してのお問いにお答えいたします。 

 スポーツ教室振興事業の中身につきま

しては、まず報償金につきましては、味生

体育館で年９回実施しておりますトレー

ニング教室開催に係る講師謝金でござい

ます。こちらは開催を年９回執行いたしま

したので執行率が１００％となっており

ます。 

 次に、トレーニング指導者等派遣委託料

でございます。こちらのほうの中身につき

ましては、健康体操教室指導業務委託と、

トレーニング指導業務委託がございます。

あと新体力テスト測定業務委託が中身に

入ってございます。健康体操教室指導業務

委託につきましては、こちらも１期から５
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期で各期１０回コースというものを実施

しておりまして、これにつきましても実施

のほうを全て行っておりますので、執行率

が１００％となっております。 

 トレーニング指導業務委託につきまし

ても、こちらのほうはトレーニングルーム

の各種機器の操作方法等について指導を

行う委託を実施しておりますので、これが

年間回数といたしまして３１０回、トレー

ナーに在駐していただいておりますので、

こちらも執行率は１００％となっており

ます。 

 新体力テスト測定業務委託につきまし

ても、これにつきましては年２回実施して

おりまして、こちらも実施が終わっており

ますので、執行率としては１００％となっ

ております。 

 あと健康体操教室開催業務委託料、こち

らに関しましても開催を行っておりまし

て、こちらは計５８回年間で行っておりま

す。こちらも開催いたしましたので、執行

率は１００％となっております。 

 先ほど第４次総合計画の目標の各種ス

ポーツ教室の延べ参加者数、こちらのほう

が平成３２年度の目標値７万８，０００人

というのがどうかというお問いでござい

ました。このスポーツ教室だけではなくて、

文化スポーツ課のほうでほかの教室等も

参加いただいている部分も合わせまして、

過去の実績値で申し上げますと、７万８，

０００人までには達してない部分もござ

いましたが、教室に参加いただく方にも広

報等でも周知させていただいて、たくさん

の方に参加していただきたいというよう

な形で、また教室の対象者等も広げたりと

いうところも努力しているところで、こち

らの目標値についてはそんなに高過ぎる

ような目標ではないと思いますので、こち

らの目標値に向かってまた各市民の方に

教室に参加いただけるように努力してま

いりたいと考えております。 

○増永和起委員長 有場保健福祉課長。 

○有場保健福祉課長 保健福祉課にかか

わりますご質問のうちデイハウスました

にかかわる建築費の件と、保健センター運

営事業の件につきましてお答えいたしま

す。 

 まず、決算概要７４ページ、地域福祉活

動拠点整備補助事業のうちデイハウスま

した建築工事費につきましてお答えいた

します。デイハウスましたにつきましては

平成１３年から設置されておりまして、従

前は府営正雀住宅の敷地内にございまし

て、この平成２８年度に十三高槻線のアン

ダーパス上部に移転する工事を実施して

おります。本工事の内訳としましては、建

物本体工事のほか、アンダーパス上部全体

にかかわります整備のための外構工事費、

そして旧デイハウスましたの解体工事費、

その他防災倉庫の設置となっております。 

 当初予算額につきましては１億１，１９

５万円要求しておりましたが、入札の結果、

最終決算額は９，１３８万５，２８０円と

なっております。差額につきましては、一

部７７万９，２００円は地域福祉活動拠点

のＡＥＤ設置のために流用させていただ

いております。残り１，９７６万５，００

０円につきましては減額補正させていた

だいております。 

 続きまして、決算概要９４ページ、保健

センター運営事業でございますが、まず執

行率が低いというお問いでございますけ

ども、保健センターにつきましては、その

運営費用として指定管理料、これを２期に

分けて支出しております。保健センターの

指定管理業務としまして、ここに訪問看護、
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特定健診、通所介護等の事業収益がござい

まして、ここにかかわりまして年度末には

これらを加味した上で余剰額が発生しま

すので、そちらを戻し入れしていただいて

おります。ということで、その結果、執行

率が低下するという形になります。 

 予算額につきまして１，２００万円ほど

多いということでございますけども、これ

に関しましては主に人件費に係りますと

ころで予算額が多くなったということで

ございます。 

○増永和起委員長 大西生活支援課長。 

○大西生活支援課長 それでは、事務報告

書１７５ページ、１７６ページ、生活困窮

者自立支援事業の相談内容及び相談の実

績についてご答弁をさせていただきます。 

 まず、相談実績でございますが、平成２

８年度につきましては新規の相談が１７

３件ございました。そのうち約８０件は約

２回程度、もしくは１回で相談を終えてい

るという方になっております。約４０件の

方に関しましては、専門機関につないで終

了をしております。 

 つないだ機関としましては、例えば社会

福祉協議会での生活福祉貸付金制度の相

談や申請に私どもの相談員が同行したり、

債務整理の相談で法テラスに同行、障害年

金や老齢年金の申請で年金事務所に相談

者の方と同行しております。 

 また、５１件の方が継続的な支援が必要

と考えておりますので、支援プランを作成

して継続的に支援をしております。この５

１件の中から２１件の方が就職という成

果となっております。また、２件の方に関

しては既存でお仕事をされておりました

が、増収となっております。残りの方に関

しても各種の社会保障制度であったり、サ

ービスを受給されております。 

 続きまして、相談内容についてでござい

ますが、経済的困窮が９８件と最も多くな

っております。しかしながら、この中には

病気、メンタルヘルスの課題、家族関係、

家族の問題、就職活動の困難、家計管理の

問題など、内容がさまざま多岐にわたり、

複合的にもなっております。中には相談者

のお話を傾聴することしかできないよう

な内容のものもございますが、できるだけ

必要な機関や制度につないだり、自立相談

支援機関の窓口で継続支援をするなど、対

応をさせていただいております。 

 具体的に申しますと、病気やメンタルヘ

ルスの課題に関しましては、適切な医療機

関の受診を勧めたり、障害の福祉サービス

の利用については障害福祉課の相談支援

事業所を紹介させていただいたりしてお

ります。 

 また、就職活動困難に関しましては、ハ

ローワークと連携し、当課で登録しており

ます無料職業紹介所の機能を用いて求人

紹介などを行っております。 

 困窮に至る方の多くの方が家計管理に

課題を持っておられる方が多いため、家計

簿管理の支援を行ったり、または社会福祉

協議会の日常生活自立支援事業につない

だりしております。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係りますご質問についてご答弁さ

せていただきます。 

 決算概要の７６ページ、せっつ高齢者か

がやきプラン推進事業のうちのせっつ高

齢者かがやきプラン策定委託料に関しま

して、平成２８年度に計上されており、平

成２９年度にも計上されているがその理

由は何かというご質問ですけれども、平成

２８年度に計上されておりますのは、３年
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に一度の介護保険事業計画の基礎資料と

しての実態調査、ニーズ調査をした内容に

関して委託した分を計上させていただい

ております。 

 例年でしたら事業計画の作成とニーズ

調査は同じ年度でさせていただいておっ

たんですけれども、ニーズ調査の内容を事

業計画に生かすようにということで、並行

してやってますとなかなか結果が出るの

が遅いということもございまして、前年度

に実施することを国は推奨しておりまし

たので、当市に関しましても前倒しで実施

させていただいた経過がございます。 

 今回のニーズ調査の内容でございます

が、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と

在宅介護実態調査という二つの調査を実

施しております。いずれも国が必須事業等

として定めた内容及び一部市独自の設問

等を加え調査させていただいております。 

 介護予防の日常生活圏域ニーズ調査に

関しましては、対象者といたしまして市内

在住の６５歳以上の高齢者の方２，２００

名と、市内在住の５０歳から６４歳の方８

００名の方で比較的お元気な方、介護認定

を受けてない方で調査をさせていただい

ております。 

 一方、在宅介護実態調査に関しましては、

要介護や要支援の認定を受けられている

方ということで、１，２００名に関してそ

れぞれ住民基本台帳から無作為抽出で調

査表を送らせていただいております。 

 回収率に関しましてはそれぞれ６７．

１％、６５．７％という状況になっており

ます。 

 続きまして、７８ページのひとり暮らし

高齢者等安全対策事業の高齢者実態把握

支援システム構築委託料に関して、その内

容は何なのかということでございますが、

この平成２８年度から７５歳の方をライ

フサポーターが回る事業をさせていただ

くに当たりまして、新たにライフサポータ

ー業務に関するシステムを導入させてい

ただいた分のシステム構築委託料でござ

いまして、これまではライフサポーターに

関しましてはひとり暮らし登録をされて

いる方に関して相談に応じて訪問をさせ

ていただいておったんですけれども、訪問

記録等に関しまして紙媒体等でさせてい

ただいたりということでございましたの

で、今回、７５歳以上の方を実態調査、訪

問させていただくに当たりまして、適切に

管理するためにシステムを構築させてい

ただいた状況でございます。これによって、

お一人お一人の個票に関しましてもしっ

かりした統一した様式で把握できており

ますので、非常によかったのではないのか

なと考えておる状況でございます。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わります２件のご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、決算概要８２ページ、障害者職業

能力開発センター等補助事業の執行率が

５９．６％と低い理由についてご答弁させ

ていただきます。 

 障害者職業能力開発センター等補助事

業につきましては、摂津市障害者職業能力

開発センター、それから茨木・摂津障害者

就業・生活支援センターに対しまして、運

営補助金を交付している事業でございま

す。平成２８年度の執行率が低い主な理由

といたしましては、予算計上しておりまし

た運営に係る人件費分、それと決算におけ

る人件費分に差があったことから、執行率

が低くなったものでございます。 

 摂津市障害者職業能力開発センター、そ
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れから茨木・摂津障害者就業・生活支援セ

ンターはいずれも摂津宥和会が事業を実

施しているものでございますが、利用者に

対するサービスの向上でありますとか、摂

津宥和会内の組織の活性化を図ることを

目的といたしまして、定期的に人事異動を

行っております。平成２８年度におきまし

ては人事異動によりまして経験年数が比

較的浅い、賃金単価の低い職員の配置があ

りましたことから、予算額に対しまして決

算額が低くなったものでございます。 

 それから、決算概要８２ページ、障害児

育成医療事業の執行率が３３．１％と低い

理由でございますが、障害児育成医療事業

につきましては、障害者総合支援法に基づ

きまして１８歳までの児童を対象として

先天性の障害等を手術により軽減するた

めの医療費の一部を補助するというもの

でございます。年度によって申請件数等に

ばらつきがありますが、平成２８年度にお

きましては申請及び決定件数が１８件、支

給人数が１６人と申請者が少なかったこ

と、高額となる手術を伴う対象者がいなか

ったことから、執行率が低くなっているも

のでございます。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、保健福

祉課に係りますご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 決算概要の９６ページ、まちごとフィッ

トネスヘルシータウン事業についてでご

ざいます。こちらの執行率が３５．１％と

低くなっておりますのは、９８ページに修

繕料として２０万円予算を計上しており

ますが、こちらの修繕料につきましては、

平成２５年度から平成２７年度の３か年

計画で市内にウオーキングコースと合わ

せまして設置いたしました健康器具の修

繕料として上げておりましたが、特に修繕

の必要がなかったために予算執行をしな

かったものでございます。 

 また、この事業の計画に対しての状況で

す。まちごとフィットネスヘルシータウン

事業を３か年計画で進め、その後もウオー

キングコースを平成３０年度には１０コ

ースという目標を立てております。現在、

平成２８年度までに８コースを設定して

おりまして、平成２９年度で１コース、平

成３０年度で１コースということで、合計

平成３０年度には目標の１０コースを設

定予定であります。 

 また、健康器具の設置数ですが、こちら

のには平成２７年度までに１００基とい

う計画を上げておりました。こちらについ

ては既に１００基に達成しておりますの

で、平成２８年度、平成２９年度について

は健康器具の設置はいたしておりません。 

 次に、９８ページのまちごと元気ヘルシ

ーポイント事業についてです。こちらにつ

きましては受診率の向上を目的としてい

ますので、健診の受診や健康づくり事業を

あわせて健幸ポイントをためていただく

という設定にしております。歯科健診の受

診率につきましては、平成２６年度から１

５０名の増加がありましたが、直接的にこ

の事業による効果かどうかということに

ついては、なかなか検証は難しい状況かと

思います。 

 平成２７年度の参加者につきましては

２７９名でしたが、平成２８年度は６９６

名と増加傾向にあります。こちらの事業に

つきましてはポイントをためるというこ

とで、窓口等でもポイントをためるにはど

んな取り組みをするとポイントが得られ

るのかというご質問もよくいただいてお

りますので、そういう意味ではこのポイン
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トというのが健康づくりへのインセンテ

ィブになっているのではないかと考えて

おります。 

 それと、３点目です。乳幼児の聴覚検診

についてのご質問でございます。乳幼児健

診における聴覚検診は、現在３歳６か月児

健診において実施をしております。問診票

をまず用いまして、保護者の方に質問にお

答えいただきます。その回答の項目により

まして、３歳６か月児健診と同時に実施し

ております耳鼻科検診の受診をいただい

ております。 

 平成２８年度の状況ですが、６６９名の

方が対象となり、そのうち要精密検査とな

られた方はおられませんでした。また、要

経過観察、要治療という判定になられた方

が４５名で、いずれも滲出性中耳炎とか耳

垢塞栓といった、すぐ医療機関で治療を受

けていただく、あるいは様子を見ていただ

くというような診察結果になっておりま

す。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課に係りますリサイクルプラザの増築工

事の内容についてお答えさせていただき

ます。 

 リサイクルプラザには資源ごみを集積

するストックヤード、それと計量室、その

ほか休憩時の仮設のプレハブの建屋がご

ざいました。今回のリサイクルプラザの増

築工事につきましては、老朽化した仮設の

プレハブ建屋のほうを撤去いたしまして、

リサイクルプラザ内で資源ごみの選別作

業を行っているシルバー人材センターの

会員及びひびきはばたき園の利用者の

方々の休憩室等、それと倉庫、駐輪場を建

設したものでございます。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課にかかわりますご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 企業立地等促進事業に関してでござい

ますけれども、まずこの企業立地等促進事

業の内容につきましては、企業立地を促進

することによりまして、産業の振興及び経

済の活性化を図ることを目的に行うもの

で、市外からの進出企業や市内事業者で新

たな投資を行う事業者に対して、対象とな

ります土地、家屋、償却資産に係ります固

定資産税の２分の１を奨励金として交付

するものでございます。 

 ご質問のございました平成２８年度の

決算額が予算に対して執行率７６.０％と

低いのではないかということでございま

すが、この奨励金の予算を組むに当たりま

しては、前年度までの実績と、あと新規指

定事業者の翌年度以降に賦課される資産

の取得予定価格から算出した奨励金の額、

そして新たな対象事業者１者程度を想定

して予算計上をしておるところでござい

ます。 

 平成２８年度に新たに奨励金の対象と

なりましたのは、平成２７年に新規で取得

されました土地、家屋、償却資産が対象と

なりまして、予算の段階では取得予定額で

奨励金を算定し、計上しております。平成

２７年度には新たに９件を奨励対象とし

て指定をいたしまして、それぞれ取得見込

み額によって平成２８年度の奨励金を算

定したわけでございますけれども、９件と

件数が多く、また投資額も大きいことから、

実際の奨励金の額と試算しておりました

奨励金の額に予想以上の乖離が生じたこ

とが大きな要因でございました。 

○増永和起委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 では、２回目聞かせてい
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ただきます。 

 まず、決算書３１ページ、最初のコミュ

ニティプラザ使用料に関してですね。特に

先ほど触れられていましたけども、コンベ

ンションホールが混雑しているというこ

とで、７か月前からの予約となっていると

思います。私の認識では、土日祝日の稼働

率が高いというところで、この事務報告書

を見ても土日祝日の状況がわかりません

ので、今の状況では非常に予約がとりにく

いというふうに感じておりますので、現状

をお聞かせください。 

 ３５ページの狂犬病につきましてです

けども、御存じのように狂犬病の発生を予

防するために、生後９１日以上の飼い犬に

ついては年に１回の予防注射を受けさせ

て、狂犬病予防注射済票を首輪につけると

いう義務があるかと思います。先ほど５９ 

．６％ということで接種率の説明がありま

したけども、どうやってその接種率を上げ

ていくのかということ、どんな取り組みを

されているのかお聞かせください。 

 続きまして、４６ページの障害者補助金

につきましてはいろいろご説明いただい

たんですけども、恐らく申請漏れ等はなか

ったと認識しております。この金額だけで

はちょっとわかりにくいので、もう少しわ

かりやすくしていただければなというふ

うに思いますけども、この件はこれで質問

を終わらせていただきます。 

 決算概要４８ページの中国蚌埠市の交

流事業というところで、来摂がなかったと

いうことで、少し進展があったようですけ

ども、現在の交流の状況ですね、どうなっ

ているのか、どうしていくのかをお聞かせ

ください。 

 続きまして、５０ページのＬＥＤ防犯灯

等防犯推進事業について、おおむね状況は

理解しました。例えば、宅地開発の場合、

開発業者の責任において、開発区域に住民

の安全が確保できるだけの防犯灯を設置

することになっているかと存じます。市内

のある地域で、開発業者が何度申し入れて

もなかなか防犯灯を設置してくれなかっ

たという事例が１件、２件、私は聞いてお

りまして、本市として今の計画はいいんで

すけども、宅地開発業者に関してどのよう

に対応されているのかお聞かせください。 

 そして、５２ページ、防犯カメラ設置事

業につきましてもおおむね理解いたしま

した。では、１００台という話がありまし

たけども、防犯カメラ設置に関してのプラ

イオリティー、優先順位をどう考えて、ど

う決めているのか。また、防犯カメラとい

うことですので、設置後の効果をどのよう

に検証をされているのかお聞かせくださ

い。 

 続きまして、６４ページ、個人番号カー

ド交付事業、マイナンバーカードですね。

これにつきましては、先ほど触れておりま

すけども、法施行から２年経過して、全国

でも普及率が１０％に満たないという状

況だと私も認識しております。これは手続

の煩雑さとかも普及率が伸びない要因で

はないかと私は認識しておるんですけど

も、市民課としてどのようにこの普及率を

上げていこうとされているのかをお聞か

せください。 

 続きまして、７０ページのスポーツ教室

振興事業につきまして、トータルで７万８，

０００人の目標値を上げられているとい

うことで、これが一部にあたるというふう

に理解いたしました。 

 スポーツ活動の復興を図って、健康づく

りとか、仲間づくりも図れるかと認識して

おりますので、先ほどの目標も意識しなが
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ら、気軽にスポーツに参加できる機会とか、

場の提供をしていただければと考えます。

この件は質問をこれで終わらせてもらい

ます。 

 ７４ページのデイハウスました建てか

えに関しましては理解いたしました。当該

施設は地域福祉活動拠点施設ということ

で、高齢者が集うサロンであると私は認識

しておりますけども、ぜひ子育て世代とか

のサロンを開催するなど、一般質問でも申

し上げましたけども、世代間をまたいで集

える場にも活用いただければと考えてお

ります。これも質問を終わらせてもらいま

す。 

 そして、７６ページの生活困窮者自立支

援事業につきまして、いろいろもう少し聞

きたいところもあるんですけども、状況は

理解いたしました。事務報告書１７８ペー

ジに、平成２８年度実績で生活保護を受け

ておられる方が平均１，１３９件という記

載がございました。市の予算としましては

２８億３，０００万もの生活保護費が使わ

れております。 

 全国的に生活保護受給者は増加傾向が

続いていると私も認識しておりますけど

も、この生活困窮者自立事業は、現在生活

保護を受給してないけども生活保護に至

る可能性がある者で自立が見込まれる者

が対象になるかと認識しておりまして、生

活保護に至る前の自立支援の強化を図っ

ていただきたいのと、生活保護から脱却し

た人が再び生活保護になるということも

考えられますので、そういったことのない

ように支援をお願いしたいと考えており

ます。これも質問をこれで終わらせてもら

います。 

 ７６ページのせっつ高齢者かがやきプ

ラン推進事業に関しまして、事前のニーズ

調査ということで理解いたしました。これ

も一般質問でも述べましたけども、元気な

高齢者の方々というのは多く存在します。

ぜひ先ほどの平成２８年度の調査結果も

十分反映されまして、高齢者の活躍する場

ということも提供していただくように、ぜ

ひ検討いただきますようによろしくお願

いいたします。これもこの質問で終わらせ

てもらいます。 

 続きまして、７８ページ、ひとり暮らし

高齢者等安全対策事業に関しまして、支援

システム構築がひとり暮らし７５歳以上

の方が対象ということのシステムである

ことを理解しました。同様に、ここの欄に

乳酸菌飲料の配布による安否確認の記載

がありまして、定着されているかと思いま

す。当該事業の委託料を見ますと、ヤクル

トですかね、配布に行っておられるにもか

かわらず４２万円というふうに非常に安

価となっておりまして、その内訳と、あと

先ほどのシステムの話もありましたが、独

居老人を訪問しているところの効果につ

いてもお聞かせいただければという２回

目の質問でございます。 

 ８２ページの障害者職業能力開発セン

ター等補助事業に関しまして、人件費が主

な理由で、執行率が低いということを理解

しました。ぜひ障害者の方々の能力開発に

関しまして精力的に取り組んでいただき

ますように、よろしくお願いします。これ

も質問をこれで終わらせてもらいます。 

 ８２ページの障害児育成医療事業に関

しましておおむね理解いたしましたけど、

私先ほど予算額が昨年の９０万９，０００

円から２１０万円ほど倍以上上がってい

る理由をお聞かせいただいてなかったと

思うので、なぜ倍以上の見込みをされてい

たのかというのをもう一度お聞かせくだ



－20－ 

さい。 

 それと、９４ページ、保健センター運営

事業ですね。おおむね理解いたしましたけ

ども、ではその執行率を上げるためにどの

ような取り組みをされているのか、２回目

ちょっとお聞かせください。 

 続きまして、９６ページ、まちごとフィ

ットネスヘルシータウン事業に関しまし

ておおむね理解いたしました。健康器具の

設置は考えられてないということでした

よね。そういうことだとは思うんですけど、

では先ほど８コースを１０コースにする

というウオーキングの話がありましたけ

ども、それ以外で今後どのように取り組ん

でいかれるのかというのをもう少しご説

明いただければと考えております。 

 それと、９８ページ、まちごと元気ヘル

シーポイント事業につきましてご説明い

ただきましたけども、先ほど触れてました

けど、事務報告書１７２ページに参加賞の

交換者人数が６９６人、２７９人からふえ

たということだとは思うんですけども、こ

れもあくまでも結果指標だと思いますの

で、例えば健診率の向上という観点におい

て、計画に対してどうだったのかというこ

とがもしあればお聞かせください。 

 続きまして、１０２ページ、リサイクル

プラザ増築に関しまして、プレハブ建屋、

休憩室、倉庫等々の設置ということで、単

独事業ということでおおむね理解いたし

ました。そういうことであれば実質的な投

資効果というのはなかなか求められない

かと思いますけれども、適切な事業運営に

つなげていただければと考えております。

これも質問はこれで終わらせてもらいま

す。 

 続きまして、１１０ページの企業立地等

促進事業に関しまして、状況は理解いたし

ました。平成２９年度予算概要を見てみま

すと、２億２，０６１万８，０００円とい

うことで、本年度と同等の予算が計上され

ております。現在、執行率が低い状況です

けども、例えば新たな企業を呼び込むため

にどんなような取り組みをされているの

か、もしあればご紹介というか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 最後の乳幼児の聴覚検診についてです。

いろいろと対応されているということで

理解いたしました。今もやられていると思

いますけど、ぜひ早期発見に努めていただ

きまして、本当に補聴器を支給するという

のはいいんですけども、根元断ちという観

点からも、異常兆候を早期に発見するとい

うことで、行政としてフォローアップする

体制も築いていただければというふうに

考えております。 

 ２回目は以上でございます。 

○増永和起委員長 最後の質問は要望で

いいですか。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 はい、要望でいいです。 

○増永和起委員長 船寺課長。 

○船寺市民活動支援課長 コミュニティ

プラザの使用料に関係しまして、コンベン

ションホールの利用状況についてお答え

させていただきます。 

 委員ご指摘のとおり、３階のコンベンシ

ョンホールにつきましては、土曜日、日曜

日につきましては稼働率が非常に高くな

っております。土曜日につきましてはもう

８０％から９０％の稼働率になっており

ます。祝日については通常の稼働率よりも

低い状況でございますが、土曜日、日曜日

については８０％、９０％ですから、ほと

んど毎週のように使われているというこ

とになります。 
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 内容につきましては、団体の懇親会であ

りますとか発表会等、いろいろございます。

また、行政のイベント等にも使用されるこ

とが多くなっている傾向がございますの

で、これはしょうがないものかなというふ

うには考えております。 

 ただ、予約等のキャンセルが入りました

ときにはすぐに予約システムから削除い

たしまして、次の方が予約できるような形

では対応させていただいております。 

 特に、平成２８年度につきましては、先

ほども申し上げましたように文化ホール

の改修による代替利用でありましたり、市

制５０周年事業で利用されるケースも多

かったことから、利用者に大変ご不便をお

かけしたということでございます。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 狂犬病予防注射の

接種率の向上への取り組みについてお答

えいたします。 

 接種率につきましては６０％前後でこ

こ数年推移しておりますが、これについて

は大阪府平均とほぼ同様ではございます

が、狂犬病予防法において、予防注射につ

いては飼い主への義務となっております

ので、６０％というのは決して高くない数

字であると認識しております。 

 今年度の取り組みといたしましては、４

月に市内の各地で集合注射を実施いたし

ました。８月に未接種の犬の飼い主に対し

ましてはがきを送付いたしまして、接種の

勧奨を行いました。また、広報せっつ９月

号におきまして動物愛護週間と絡めて、飼

い主登録と狂犬病の予防注射の重要性に

ついて掲載したところでございますが、今

後も機会を捉えまして周知を図り、接種率

の向上に努めてまいりたいと思っており

ます。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわります光好委員の２回目の質

問についてご答弁させていただきます。 

 まず、蚌埠市の交流状況及び今後の方針

についてということでございますが、近年

の国際情勢もございまして、平成２４年度

から連絡がとれておりませんでした。平成

２８年には４月、７月に蚌埠市長宛に、摂

津市市制施行５０周年式典への出席依頼

及び式典日程などを３度案内を郵送した

ところでございましたが、返信がない状況

でございました。 

 しかし、１２月に摂津市国際交流協会の

協力を得まして、蚌埠市の友好都市交流窓

口の確認ができ、文書での交流を再開いた

したところでございます。その後、平成２

９年３月には蚌埠市外事局から本市の摂

津市市制施行５０周年のお祝いのメッセ

ージが届いたところでございます。 

 今後につきましては、国等の動向もしっ

かり見定めながら、友好都市として交流を

進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 続きまして、防犯灯の設置に関しまして、

宅地開発時の防犯灯設置指導についてと

いうことでございますが、住宅開発の申請

がございましたら、その地域に防犯灯が必

要と認められた場合は、開発業者に対し防

犯灯設置の確約書の提出及び平成２８年

度からは完了検査の際に防犯灯設置の確

認をさせていただいているところでござ

います。 

 続きまして防犯カメラの設置場所の選

定方法及び効果検証の方法についてとい

うお問いでございますが、設置場所の選定

につきましては、街頭防犯カメラとしてそ

の目的でございます抑止効果を効率よく
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発揮できる箇所を、自治会や地域の皆様か

らのご意見を参考にさせていただきなが

ら、摂津警察署と市内の犯罪発生状況など

も協議、検討を行い、さらに設置場所の地

権者や埋蔵物などの条件を勘案し、設置箇

所を決定して設置しているところでござ

います。 

 効果検証につきましては、街頭犯罪の減

少が一番の目的ではございますが、なかな

か数値では評価できません。防犯カメラが

設置されることにより、安心感や迷惑行為

への抑止効果も期待できるところである

と考えております。 

 また、一つの検証方法としまして、警察

への捜査協力として、刑事訴訟法第１９７

条第２項による捜査関係事項照会により、

画像の情報提供を行っており、この照会の

頻度も考慮し、検証してまいりたいという

ふうに考えております。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、マイナンバー

カードの普及率をどう上げていくのかと

いうことでございますが、先ほど委員もお

っしゃいましたとおり、国の普及率が約１

０.０％でございます。これは９月末の数字

ではございますけれども、大阪府下の普及

率が平均１０．８％のところ、本市では９

月末で１３．１％、大阪府下では、豊能町

に次いで２番目の数字となっております。

こういったところから、全国的には低調な

マイナンバーカードではございますけれ

ども、その中でも本市は、健闘しているほ

うかなというふうに思っております。 

 その主な要因は、やはり昨年１０月から

市役所でもマイナンバーカードの申請を

受け付けるということを始めました。また

合わせまして、申請用写真の撮影サービス

も行っております。こういったところが、

本市では普及率の上昇になったのかなと

いうふうに思っています。 

 今後におきましても、これらの取り組み

を継続しまして、また、今やっております

窓口でのマイナンバーカードに関するチ

ラシの配布、それから転入者・転居者に対

するマイナンバーカードのご案内、こうい

ったことも、今後とも継続してまいりたい

と思っております。広報誌への掲載につき

ましても、紙面の都合はございますけれど

も、マイナンバーカードの安全性、利便性

をしっかりとＰＲしまして、普及率の向上

を図ってまいりたいと思います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係ります２回目のご質問について

お答えさせていただきます。 

 独居老人愛の一声訪問事業委託料に関

しましては、見守りが必要なひとり暮らし

の高齢者の方に週１回、乳酸菌飲料を配達

して、一声かけることによって、見守りを

行う事業でございまして、事務報告書にご

ざいますように、月平均２１６名の方に週

１回訪問させていただいておりまして、年

間１万８２２回配達しております。金額的

なことで申しますと、１本当たりを配達す

るという単価が基本でございますので、単

価が３８．９円という状況でございます。

その結果、委託料がそういう金額になって

おるというような状況でございます。 

 ひとり暮らしの独居老人に関しての事

業に対しての効果ということではござい

ますが、なかなかどういう形が効果かとい

うのが難しいところはございますけれど

も、このたび、ライフサポーターの業務を

７５歳以上の方にさせていただく中で、実

際、まずひとり暮らしの方を中心に回らせ

ていただいておる状況なんですけれども、
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その中で、やはり連絡先等の提出していた

だく、そういう書類を任意で出していただ

いておるんですけれども、返していただい

ている部分が大体８割ぐらいを超えてお

る状況ということで、やはりひとり暮らし

の方というのは、お元気な方も非常に多い

んですけれども、見守りとかで、安心とい

うことがやっぱり必要なのではないのか

なと、私自身改めて感じさせていただきま

した。 

 そういうことで、このライフサポーター

事業も含めて、見守りの制度、なかなか行

き届かない部分もあるかもしれませんけ

れども、月１回なりの頻度で、その方の状

況に応じてですけれども、させていただく

ことで、直接市としてできることは限られ

ている部分はございますけれども、少しで

も多くの方が安心して地域で暮らせると

いうことを感じていただけたらいいのか

なと思っておる状況でございます。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害児育成医療費

の予算が平成２７年度の９０万円から平

成２８年度２００万円に移っている理由

についてですけれども、当初予算におきま

しては、平成２７年度は２９０万円を予算

計上しております。補正によりまして、２

００万円の減額補正を行ったことから９

０万円となっております。 

 平成２８年度につきましては、２００万

円を予算計上しております。平成２７年度

の決算額が、７０万６，６２０円ですので、

決算額ないしは決算見込み額に近づける

形で少し当初予算を少なくしたところで

ございます。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 保健センター管理

委託料の執行率向上に対する取り組みで

ございます。保健センターにつきましては、

先ほども答弁させていただきましたとお

り、指定管理委託料として２期に分けて支

出しております。どうしてもその当初、こ

の運営費用として指定管理料をお支払い

し、そこでの資金を運転しながら事業収益

を稼ぐという構造がございます。逆に申し

ますと、一定額指定管理料をお渡ししなけ

れば、当初給料も払えないような状況にな

っております。そのほか、事業収益を稼げ

ば稼ぐほど、執行率が低下するという構造

もございますので、この執行率の乖離が出

るということにつきましては、一定やむを

得ないのかなと考えております。 

 ただ、確かに毎年毎年７割、８割程度の

執行率になっているという状況もござい

ますので、支払い方法等の検討もさせてい

ただいて、これも保健センターとも協議を

しなければいけないんですけれども、今後

の課題として認識してまいりたいと考え

ております。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、２点の

ご質問にお答えいたします。 

 １点目、まちごとフィットネスヘルシー

タウン事業についてです。こちらにつきま

しては、平成３０年度が平成２５年度から

平成３５年度の計画期間としております、

健康増進計画、健康せっつ２１のちょうど

中間評価見直しの年となります。ウオーキ

ングコースや健康器具の設定、それ以外の

保健事業につきましても、広く総合的に見

直しをしまして、どのような保健事業が健

康づくりに役立っていくのかというあた

りを十分検討しながら、取り組みを進めて

いきたいと考えております。 

 ２点目のまちごと元気ヘルシーポイン

ト事業についてです。今ご説明させていた
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だきました、まちごとフィットネスヘルシ

ータウン事業で設定いたしましたウオー

キングコースをこのポイントの対象とす

るなど、事業を連動させながら、相乗効果

というものを狙っているところでござい

ます。 

 現在の事業の効果指標としましては、参

加者数、健診受診者数といった数を評価指

標として見ているところではありますけ

れども、今後は、この事業に参加した方が、

どの程度の受診行動につながったのかと

か、そういった分析等についても可能なよ

うなシステムに、効果測定が図れるような

システムの構築ができるような形での取

り組みをしてまいりたいというふうに考

えております。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、企業立

地の件で、新たな企業を呼び込むための方

策ということに、ご答弁申し上げます。 

 この企業立地促進制度、本市の制度の特

徴としまして、中小企業が事業を拡大し、

継続して市内で事業を展開してもらうた

めに、もともと条件的には低く設定してお

ります。 

 制定当時、土地の取得については３００

平米以上、また建築面積については１５０

平米以上という条件設定をしておりまし

たけれども、より中小企業、小さな企業に

もお越しいただけるようにということも

ございまして、平成２９年度からその要件

を緩和し、土地の取得要件につきましては

撤廃、建物の建築面積については、１５０

平米を１００平米以上に緩和するなど、小

さな事業所にも新たに立地していただけ

るように取り組んできておるところでご

ざいます。 

 奨励制度の周知、ＰＲにつきましてです

けれども、本市のホームページを初めとし

まして、また市の事業者支援制度をまとめ

ました便利帳への掲載、配布、そして市と

して参加するビジネスフェア等におきま

して、ＰＲを行うなど、機会を捉えて周知

をしているところでございます。 

○増永和起委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、３回目という

ことで、まず最初の決算書３１ページ、コ

ミュニティプラザにつきまして、説明があ

りましたように、コンベンションホールに

関しましては、土日、希望どおりの日程予

約が難しいということを私も認識してお

ります。限られたスペースということと、

昨年度は市制施行５０周年ということも

あったかとは思うんですけれども、なかな

か難しい問題だと思いますけれども、市民

の方々が気兼ねなく使えるように、対策に

ついても考える必要性が出てきているの

ではないかと感じております。先ほどいろ

いろご説明をいただきましたけれども、い

ろんな角度から対応いただければという

ふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、狂犬病予防接種についてで

すけれども、ニュースにですね、感染した

犬にかまれた場合、人間が発症すれば、御

存じのように、１００％の致死率というふ

うになってございます。国内では、５０年

以上、今、約７０年だと記憶しております

けれども、犬の発症例がなくて、危機意識

の低下というところもあって、予防接種を

受けさせないケースがふえているんじゃ

ないかと私、認識しております。 

 御存じだと思いますけれども、隣の台湾

では、動物での感染というのが確認されて

おりまして、非常に楽観視してはいけない

というふうに考えておりますので、接種率
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が５９．６％という話ですけれども、接種

率そのものを上げるということもご説明

いただきましたけれども、さらに取り組ん

でいただければと考えております。 

 それと中国蚌埠市につきまして、進展が

あった旨、お聞きしました。調べると昭和

５９年、友好都市として締結されているん

ですね。ということもあって、これから進

めていくかと思いますけれども、具体的な

進め方についても、またちょっと連絡がと

れないということがないように、こだわっ

て交流を進めていただければと考えてお

ります。 

 続きまして、ＬＥＤの防犯灯等防犯推進

事業に関しまして、状況は理解いたしまし

た。犯罪を起こさせないまち、住みやすい

まちとすべく、他の防犯灯と同様に今、宅

地住宅開発地区についても、現場の状況を

確認するとかいうこともしていただきま

して、安全確保の観点から早期に対応する

必要があるかと考えます。引き続き、積極

的なアプローチをお願いいたしたいと考

えております。 

 それと決算概要５２ページの防犯カメ

ラ設置事業に関しましては、おおむね理解

いたしました。効果検証について、ご説明

いただきましたけれども、例えば、犯罪状

況の分析であったり、あるいはモニターア

ンケートみたいなところで、そういったこ

とを取り入れるなど、これも一般質問でも

言いましたけれども、チェックを強化して

いただきまして、その効果を検証しながら、

しっかりとＰＤＣＡを回していただけれ

ばと考えております。よろしくお願いしま

す。 

 それと６４ページの個人番号カード交

付事業ということで、理解いたしました。

普及率が他市、あるいは国よりも若干高い

ということで頑張られているとは思いま

す。さらに普及率アップしていただきたい

んですけれども、なりすまし防止等々も重

要だと考えますけれども、例えば、行政手

続で書類提出を不要にする等、情報の連携

を図ることによって、例えば紙面の提出を

なくしたりするとか、いわゆる市の職員と

申請者双方のメリットがあるように進め

ていただけるようにしていただければ、も

う少し上がるのではないかと考えており

ますので、ぜひ検討いただきまして、効率

化ということも含めて、進めていただけれ

ばと考えております。 

 ７８ページ、ひとり暮らし高齢者等安全

対策事業に関しましてです。ご説明いただ

きましたけれども、乳酸菌飲料の配布につ

いての安否確認は、乳酸菌の飲料代のみと

いうことで、人件費は入っていないという

ことをお聞きしました。これも経済的に考

えますと、そう長続きするものではないと

考えます。今の現時点ではいいかと思うん

ですけれども、将来を見据えて、よくテレ

ビでも報道されていますけれども、ＡＩと

かＩｏＴなどのＩＴですね。例えば、よく

ニュースでもやっていますが、タブレット

を置いて、そこからお茶を入れて、お茶を

外すと、お茶飲んではるなみたいなのがわ

かるとかね、もしいつもやっている時間に

お茶を外さへんかったら、例えば、声を出

して、元気ですかというふうに働きかける

など、人にこだわらず、ＩＴの活用という

ことも、予算的な問題もあろうかと思いま

すけれども、そういったことも先進的な取

り組みについて、もうちょっと検討をいた

だければと考えております。 

 それと先ほどの２回目の質問漏れとい

うことで、８２ページの障害児育成医療事

業に関しまして、おおむね理解をいたしま
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した。執行率はここまで低いというのは、

ある意味問題かとは思いますので、予算策

定の際は気をつけていただけましたらと

いうふうに考えております。 

 それと９４ページ、保健センター運営事

業に関しまして、執行率等々の話をしまし

たけれども、メカニズムがまず難しいなと

いうふうに理解しておりますけれども、保

健センターそのものは、やっぱり市民に対

して、健康相談とか健康指導、あるいは健

診等、地域保健に関する必要な事業を行う

ことが目的であるというふうに私は認識

しておりまして、健康づくりという観点か

らも、市民のニーズに合わせることも考慮

していただきまして、具体的な業務も遂行

いただければと考えております。 

 それと９６ページのまちごとフィット

ネスヘルシータウン事業に関しまして、い

ろいろ見直されるということをお聞きし

ました。健康づくりには、健康寿命の延伸

という観点からも私は必要であれば、もっ

と健康器具を設置するとかも考えていけ

ばいいんじゃないかというふうに考えて

おります。 

 また、一般質問の際にも述べさせていた

だきましたけれども、やはりこれも効果の

検証ということも必要だと思いますので、

そういったことも意識していただきまし

て、精力的に取り組んでいただければと考

えています。よろしくお願いします。 

 それと９８ページのまちごと元気ヘル

シーポイント事業に関しましては、なかな

か難しいと思いますけれども、先ほども触

れましたけれども、結果指標じゃなくて、

できれば直接的な指標を目標に掲げてい

ただきまして、タームとしては来年とかで

なくて、一般質問でも言いましたけれども、

いろんなところの連携も含めて、直接的な

指標を掲げて、やはり目標必達ということ

も意識しながら取り組んでいただければ

と考えております。 

 最後になりますが、１１０ページの企業

立地等促進事業に関しましては、いろいろ

ホームページ等も使ってやられていると

いうふうに理解いたしました。本市の産業

振興、あるいは経済活性化という観点から

もぜひ今後も精力的に取り組んでいただ

ければと考えております。よろしくお願い

いたします。 

 私の質問は、以上とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○増永和起委員長 光好委員の質問が終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

南野委員。 

○南野直司委員 午前中、光好委員が質問

されました。多岐にわたって重なるところ

がありますけれども、ご理解いただきたい

と思いますので、どうかよろしくお願いし

ます。 

 それでは、何点か質問をさせていただき

たいと思います。 

 まず、歳入から少し聞いていきたいと思

います。総合体育館の件もありまして、各

スポーツ施設の稼働率、使用率などについ

て、まずはお聞きしたいと思います。 

 歳入の１点目ですけれども、決算書３１

ページ、青少年運動広場使用料でございま

す。これが３８９万２，８４０円、それか

ら、３３ページのスポーツ広場使用料です。

これが３６万９，７８０円であります。そ

して事務報告書を見てみますと、なるほど
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利用状況につきましては、例えば、野球が

青少年広場６４３件に対して、スポーツ広

場１５２件と、それからサッカーなんかは、

青少年広場が４０７件。そしてスポーツ広

場が１６９件と。グラウンドゴルフは、青

少年広場が１０５件、そしてスポーツ広場

が１９６件ということで、合計、青少年広

場が件数だけでありますけれども、１，２

７８件、スポーツ広場が６２２件というこ

とであります。 

 そして、各体育館の使用料、これが３３

ページです。正雀体育館使用料が４０８万

６，３７６円、そして鳥飼体育館使用料が

２７８万２，９２７円、そして味生体育館

が７８１万６，９８０円と。なるほど味生

体育館が一番使用料についても多いとい

う状況であります。 

 そして、事務報告書を見てみますと、や

はり正雀体育館は件数では１，７５０件、

そして鳥飼体育館は１，２２１件、味生体

育館が１万７，６１３件と、正雀体育館が

１，７５０件ということで、鳥飼体育館が

一番少ない。そして味生体育館が件数にし

ては、ずば抜けて多いという状況でありま

す。 

 担当課といたしまして、この件数は事務

報告書に書いていただいておりますけれ

ども、例えば稼働率、使用率なんかについ

て、把握、分析されているのかどうか。使

用率を上げてほしいという意味じゃなく

て、現状これだけの方が利用されていると

いった観点で、一回、ご答弁をいただきた

いと思います。 

 それから、２番目になります。これは、

予算書３５ページです。 

 マイナンバーカードコンビニ交付の手

数料の流れについて、お聞かせいただきた

いのですけれども、３５ページの、例えば、

住民票手数料ですけれども、１，２６５万

７，０００円、そして印鑑証明手数料７４

０万１，９００円、諸証明手数料４０万２，

０００円というふうに決算額が計上され

ておりますけれども、まだ僕もしてないん

ですけれども、マイナンバーカードでコン

ビニで各証明書を発行すると、最終的にお

金をそこで支払って、機械で証明書をいた

だくという形になりますけれども、お金の

流れが、どのようになっているのか、決算

に反映されているのかどうかという部分

ですね。事務報告書を見ますと、実績も出

ておりました。お金の流れを聞きたいと思

います。 

 そして、同じく３５ページであります。

個人番号カード等再交付手数料２１万６，

４００円についてでありますけれども、事

務報告書に出ておりました再交付の数字

と、そして、この２１万６，４００円とい

う数字が私の計算でちょっと合わなかっ

たので、ほかのカードもここに入っている

のかということを聞きたいと思います。 

 マイナンバーカードを、例えば紛失した

場合に、再発行に手数料８００円と、そし

て電子証明書の手数料が２００円たしか

必要で、合計で１，０００円。電子証明書

を掲載する場合は、２００円要ったという

ふうに認識しておりますけれども、その点

をお聞かせいただきたいと思います。 

 以上で、歳入については終わりたいと思

います。 

 あとは、決算概要をもとに質問させてい

ただきます。 

 １番目に、５０ページ、ＬＥＤ防犯灯等

防犯推進事業、決算額２，０７４万１，１

９７円についてであります。 

 夜間の犯罪抑止を図るため、平成２８年

度はＬＥＤ防犯灯を３７台設置しますと、
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先ほどもご答弁あったかと思いますけれ

ども、この全体としての事業の取り組み内

容について、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、２番目であります。次は、５

２ページ、防犯カメラ設置事業、決算額９

９０万６，２９８円についてでございます。

これもご質問がありました。 

 通学路を含む市内主要箇所に防犯カメ

ラを増設し、犯罪を未然に防止するまちづ

くりに取り組まれました。平成２８年度は

通学路を含む市内主要箇所に防犯カメラ

を３０台増設しますとあります。先ほど課

長からご説明もいただきまして、最終的に

平成２９年度、平成３０年度も含めて、１

００台を目標にしていくというご答弁が

ありました。 

 そして、摂津市としましては、決算書４

５ページの大阪府からの助成金を使用さ

れているかなと思います。防犯カメラ設置

の補助率は、摂津市の２分の１以内、限度

額は１台当たり１０万円までとなってい

る、この通学路防犯カメラ設置促進事業補

助金を使用されて、この分で１０台を設置

されたかなと思います。 

 この件について、予算書を確認してない

んですけれども、ずっと継続してこのよう

な制度があるのか、一回ぽっきりなのか

等々含めて、ご答弁をいただきたいと思い

ます。 

 それから、３番目でございます。５４ペ

ージ、犯罪被害者等支援事業、決算額２４

９万７，６２８円についてでございます。 

 日常生活支援委託料、賃貸住宅家賃等補

助金、犯罪被害者等見舞金については、決

算額がゼロでございました。いずれにも該

当する方はいなかったと認識しておると

ころでございますけれども、平成２８年度

のこの犯罪被害者等支援事業の中身につ

いて、取り組みをお聞かせいただきたいと

思います。 

 次、４番目でございます。５６ページ、

文化ホール管理事業、決算額４億４，８２

１万１，６４９円についてでございます。 

 摂津市民から長年愛されてきました、摂

津市民文化ホールの設立は、昭和５５年で

ございました。芸術そして文化の活動拠点

でありました。そして、昨年の１１月にく

すのきホールとして新たにリニューアル

オープンをいたしました。私もオープニン

グのときに行かせていただいて、すごくリ

ニューアルされて、すっきりとしたすばら

しい文化ホールに、くすのきホールに生ま

れ変わったなという記憶があります。 

 このリニューアルにかかりました、先ほ

ど寄附金もたしか２，６００万円というふ

うにありましたけれども、リニューアルに

かかりました費用について、改めてお聞き

したいと思います。 

 それから、５番目です。５６ページ、市

民活動支援事業、決算額２１５万４，８５

０円のうち、市制施行５０周年企画事業補

助金９９万２，０００円についてでござい

ます。 

 平成２８年度は、市制施行５０周年を迎

えた年であります。市域全体に祝賀の機運

が広がるよう、記念式典の開催を初め、市

民団体、事業者の方々が自主的に５０周年

を祝う創意工夫にあふれた取り組みを支

援するなど、市民の皆様とともに、心に残

る節目の年になるよう、努めてまいります

と。これは市政方針にございました。市民

団体、そして事業者等が自主的に行う事業

で、５０周年記念事業の趣旨に賛同し、創

意工夫で取り組む事業に対して、補助金を

交付しますということでございます。そし
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て、６団体が事業を展開されました。改め

て、この事業内容について、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 そして、この事業者からの申し込みはあ

ったのか、なかったのかという部分につい

ても教えてほしいと思います。 

 ６番目でございます。５８ページ、コミ

ュニティセンター事業、決算額５億５，４

１３万１，５０１円についてでございます。 

 平成２８年１２月１日に、昨年の１２月

１日に別府コミュニティセンターがオー

プンをいたしました。地域の皆さんの念願

でありました、別府公民館にかわる公民館

機能を備えた待望の地域活動拠点がオー

プンしたわけでございます。この平成２８

年度決算では、コミュニティセンター新築

工事に４億５，２０４万４，６００円、そ

してコミュニティセンター器具費に２，３

２７万７，６８１円などが決算額として計

上されておりますが、この別府コミュニテ

ィセンターの建設にかかった費用につい

て、改めて教えていただきたいと思います。 

 そして７番目でございます。７２ページ、

総合体育館建設事業についてでございま

す。決算額８０８万１，５００円について

でございます。 

 総合体育館の整備に向け、基本構想及び

基本計画を策定しますということで、予算

が組まれたわけでございます。そして、さ

まざまな事情がありまして、先日の本会議

でも一般質問がございました。現在、土地

のことでいろいろ検討をされている段階

かなというふうに私自身は認識している

ところでございます。さまざまな方法でど

のようにしたらいいかというご検討を現

在されているのかなというふうに思いま

すけれども、その辺の取り組みといいます

か、検討の中身について、詳しくお聞かせ

いただきたいと思います。 

 そして８番目であります。７２ページ、

体育施設管理事業、決算額７，６２９万８

８７円についてでございます。 

 吹田市公舎跡地の多目的スポーツ施設

の供用開始に向け、開設準備と維持管理を

行います。ちょうど１年前でありますけれ

ども、山田川運動広場がオープンいたしま

した。そして、オープニングには親子で遊

ぼうが開催されました。子どもたちを初め、

多くの市民の皆さんが利用していただく

と本当にうれしく思っております。 

 コンパクトでありますけれども、ちょっ

としたフットサルとかは利用できるとい

うことで、多くの方が現在利用していただ

いていると思います。管理のほうは、ＮＰ

Ｏ法人せっつブルーウィングスがされて

おると思いますけれども、利用状況につい

て、それと利用料金について、改めて確認

だけさせていただきたいと思います。 

 次に９番目でございます。７４ページ、

地域福祉活動支援センター事業、決算額７

１４万１，４７２円についてでございます。

これも平成２８年度のこの事業の内容に

ついて、全体の内容をお聞かせいただきた

いと思います。 

 そして１０番目でございます。７４ペー

ジ、地域福祉活動拠点整備補助事業、決算

額９，８４２万３，３１４円についてでご

ざいます。 

 第一集会所機能を集約したデイハウス

ましたが、これもちょうど１年前の１１月

２６日に十三高槻線上部に移転をいたし

ました。先ほど課長からもご説明があった

と思います。ちょっと私、わかりづらかっ

たので、そのデイハウスましたの建物、幾

らかかったかという部分ですね、詳しく教

えていただければありがたいです。 
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 そして１１番目でございます。７４ペー

ジ、災害時要援護者支援事業、決算額３５

万４，８９３円についてでございます。災

害時における要援護者の方の台帳の整備

でありますけれども、これも改めてこの平

成２８年度の事業内容、全体の取り組みの

事業内容について、お聞かせいただきたい

と思います。 

 １２番目でございます。７６ページ、せ

っつ高齢者かがやきプラン推進事業でご

ざいます。決算額２５８万１６０円につい

てでございます。 

 第７期せっつ高齢者かがやきプラン策

定の基礎資料とするため、ニーズ調査を実

施されました。これも先ほどご説明があり

ましたけれども、事業全体の取り組み内容

について、改めてお聞きしたいと思います。 

 １３番目でございます。７６ページ、生

活困窮者自立支援事業、決算額１，４４６

万３，９９７円についてでございます。 

 平成２８年度は、大阪府内の市町村との

広域連携により、中間的就労支援の協力企

業の開拓や社会自立に向けた支援を実施

されたということでございますけれども、

これも事業内容について、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから１４番目であります。７８ペー

ジ、認知症・介護支援事業、決算額１５万

８，５０７円についてでございます。これ

も平成２８年度の取り組みの事業内容に

ついて、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、１５番目。７８ページ、ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業、決算額１，７

５８万９，６３４円についてでございます。 

 おひとり暮らしの方の登録、救急医療情

報シート携帯版の配布、乳酸菌飲料の配布

による安否確認、緊急通報装置の設置、そ

して平成２８年度の取り組みといたしま

しては、ライフサポーターを２名増員し、

府内初となる７５歳以上の市民全体を対

象とした戸別訪問による生活状況の調査

と見守りを実施されたということであり

ます。同じく、申しわけありません、全体

の事業内容について、お聞かせいただきた

いと思います。 

 １６番目でございます。８２ページ、障

害者虐待防止事業についてでございます。

これは、決算概要では、決算額がゼロにな

っていたと思います。 

 障害者の方への虐待防止、障害者の養護

者に対する支援等に関する法律に基づき、

体制の整備及び必要な事業の推進であり

ますが、平成２８年度の事業内容、取り組

みについて、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 １７番目でございます。８２ページ、障

害のある方の就業、就労の支援について、

関係いたします事業の一つは、障害者職業

能力開発センター等補助事業、決算額４９

９万１，６９６円について、そして、障害

者就労促進事業、決算額５８０万９，３５

２円について、また、障害者雇用助成事業。

決算額６０万円について、それぞれの事業

内容について、お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、１８番目です。決算概要の９

４ページでございます。健康せっつ２１推

進事業、決算額７０５万７，３０７円につ

いてでございます。これも平成２８年度の

取り組み内容について、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、１９番目、９４ページです。

環境政策課一般事務事業、決算額４３７万

２，５２１円についてでございます。 

 環境問題は地球規模の問題ですが、地球

温暖化や環境破壊が進行しているという
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事実を強く認識し、たとえ小さな一歩でも

できる限りの取り組みを実践することが

大切であります。そこで、平成２８年度新

たに環境部を創設され、持続的発展が可能

な社会の実現を目指し、摂津市環境の保全

及び創造に関する条例の改正を行いまし

た。この条例を見直された内容について、

改めてお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、２０番目でございます。９６ペー

ジです。がん検診事業、決算額２，２４３

万９，８７７円についてでございます。 

 健康を維持するためには、定期的な健康

診断が欠かせません。特に、年々高まり続

けるがん検診の受診ニーズに対応するた

め、胃がん、大腸がん、肺がんについて、

新たに個別検査を導入することで、検診機

会を拡充されました。事業内容について、

お聞かせいただきたいと思います。たしか

これ、私３つしか言うていませんでしたけ

れども、５つあったのかなというふうに思

います。事業内容について、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、２１番目、１００ページです。

環境教育学習事業、決算額３２４万１，７

００円についてでございます。 

 市民環境フェスティバルもありますけ

れども、環境教育、自然観察会を通して、

環境問題に対する意識の高揚を図るなど

の事業であります。平成２８年度は、市制

施行５０周年記念市民環境フェスティバ

ル２０１６を開催されました。平成２８年

度の取り組みについて、お聞かせいただき

たいと思います。 

 ２２番目です。１００ページです。温暖

化対策事業、決算額１８２万９，７０６円

についてでございます。エコアクションな

ど、地球温暖化防止の推進であります。こ

れも平成２８年度の取り組みについて、お

聞かせいただきたいと思います。 

 ２３番目でございます。１０２ページ、

ごみ減量啓発事業、決算額１７０万２，４

５５円について、及びごみ減量対策事業、

決算額２，４０１万１１２円についてでご

ざいます。 

 資源の分別収集、品目拡大と集団回収の

拡大、ごみの減量と再資源化のための啓発

と推進、市民、事業所を対象とした地域単

位での説明会の実施、ごみの適正排出と資

源分別の徹底促進などでありますが、これ

も平成２８年度の事業の取り組み内容に

ついて、お聞かせいただきたいと思います。 

 そして２４番目でございます。１０４ペ

ージ、ごみ収集処理事業、決算額３億７，

６２１万３，２５１円についてでございま

す。これも平成２８年度の事業内容につい

て、取り組み内容について、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 ２５番目、１０４ページ。エコアクショ

ン２１認証取得助成事業、決算額１５万７

９円についてでございます。 

 エコアクション２１の認証取得をした

事業者に対し、予算の範囲内において用し

た費用の一部を助成する制度でございま

す。実績など含めて、平成２８年度の取り

組みについて、お聞かせいただきたいと思

います。 

 次に、２６番目、１０４ページ。ごみ処

理施設維持管理事業、決算額４億２，３３

０万９，０６６円についてでございます。 

 平成２８年度は、ごみ焼却炉の延命につ

いて、精密機器検査を実施し、補修箇所を

特定することで施設全体を計画的に保全

しますとあります。このことを含めて、平

成２８年度の取り組み、事業内容について、

お聞かせいただきたいと思います。 

 そして２７番目、１１０ページ。スクラ
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ッチカード発行事業、決算額３８１万８，

３８５円についてでございます。 

 市内協力店舗での商品購入や飲食時に

もらえるスクラッチカードを発行し、市内

商業の活性化を図ります。これも平成２８

年度の事業内容について、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 最後です。１１２ページ、消費生活相談

ルーム事業、決算額８９６万１，３３９円

についてでございます。 

 消費生活専門相談員が消費生活に関す

る相談・アドバイスを行います。また、弁

護士、司法書士による多重債務無料法律相

談及び消費者セミナーを実施しますとい

うことでございます。 

 これも平成２８年度の事業内容につい

て、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上で、１回目を終わります。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、南野

委員の文化スポーツ課に係りますご質問

に対しまして、お答え申し上げます。 

 文化スポーツ課に係りますご質問のほ

うが歳入で一つと、歳出のほうで三つあっ

たかと思いますけれども、まとめてお答え

をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず、歳入につきましてですけれども、

青少年運動広場の稼働率でございますが、

平成２８年度につきましては、５０．２％

ということで、前年度より少し上がった形

で、前年度は４９．６％ですので、微増で

すけれども、ふえておるかと思います。 

 スポーツ広場のほうの稼働率でござい

ますが、こちらは７０．６％となっており

まして、前年度が７２．３％ということで

したので、こちらは微減という形になって

ございます。 

 次に、体育館のほうの稼働率でございま

すが、正雀体育館につきましては、８６．

８％ということで、前年度のほうが８５．

９％でございましたので、こちらも少しで

すがふえております。鳥飼体育館でござい

ますが、こちらは平成２８年度は７６．

３％でございます。前年度が７８．５％で

ございましたので、少し減っておりますが、

これは平成２８年度に２月１日から１８

日の間、修繕のためアリーナのほうを使え

ない状況で休館としておりました関係も

あって、少し減っているのが大きいのかな

と思っております。 

 味生体育館につきましては、稼働率のほ

うが大きい第一体育室と第二体育室で分

けて出させていただいておりますので、そ

れぞれで申し上げます。 

 まず、味生体育館の第一体育室、アリー

ナのほうですが、これにつきましては、８

０．７％でございます。前年度と比較しま

すと、前年度が７７．１％でしたので、少

しふえているという状況です。第二体育室

のほうですけれども、こちらのほうは７０．

２％ということで、前年度が６３．５％で

ございましたので、こちらのほうもふえて

いるという状況でございます。 

 次に、歳出のほうでご質問のございまし

た、文化ホールのリニューアルにかかった

費用についてでございます。 

 こちらのほうにつきましては、リニュー

アルにかかりましたリーフレット作成等、

また備品を購入しましたときにつけます

銘板というのを作製いたしまして、そちら

が８万４，０２４円ということで、こちら

のほうが印刷製本費として決算概要に上

がっております。 

 次に、ＰＣＢ廃棄処分委託料として、７

６万６，８００円ございました。こちらの
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ほうは、文化ホールのリニューアル工事に

際しまして、ＰＣＢの廃棄物である変圧器

の廃棄が必要となりましたので、その廃棄

の委託料でございます。 

 あと文化ホールのリニューアルの工事

監理委託料でございますが、こちらのほう

は、リニューアル工事自体が２か年にわた

っておりましたので、合計の金額のほうで

上げさせていただきます。全体で２，８９

２万８，８８０円というのが工事の監理委

託料でございます。このうち平成２８年度

につきましては、１，９８７万５，２４０

円という決算概要に上がっている数字で

ございます。 

 次に、緞帳設置業務委託料がございます。

こちらのほうが寄附をいただきました、２，

４００万円ありました分で、委託料のほう

を組みまして、決算額としましては、２，

３９４万４，１５１円でございます。 

 文化ホールリニューアル工事ですね、こ

ちらのほうが、先ほど申し上げましたよう

に、２か年にわたっておりますので、合計

で申し上げますと、４億３，７７２万４，

０００円でございます。このうち平成２８

年度につきましては、２億６，２６４万４，

０００円でございます。 

 寄附をいただきました関係で、文化ホー

ル器具費ですね、液晶テレビと展示パネル

を購入させていただいておりまして、こち

らの合計額が２５３万４，６００円という

形でリニューアルに係ります費用につい

て、以上でございます。 

 次に、総合体育館の建設事業の、現在の

検討中の中身というお問いでございまし

た。ここにつきましては、先日の一般質問

のほうでお答えも担当理事のほうからさ

せていただいておりましたが、現在、屋外

スポーツの団体に合意を得られるように

ということで、青少年運動広場の改修工事

というのを今後考えておりまして、今年度、

基本設計の委託料のほうを上げさせてい

ただいております。それに当たりまして、

現在、青少年運動広場及びスポーツ広場の

ほうを利用されている屋外スポーツ競技

団体の方々に、今後の改修について、使い

方や広さ等ですね、グラウンドの部分だけ

ではなくて、駐車場の問題でありますとか、

そこの部分についてもどういった形であ

れば、使い勝手がいいかというようなこと

もお聞きいたしまして、今の考え方であれ

ば、総合体育館が、スポーツ広場に建つと

いうことであれば、影響が出るということ

でございますので、代替施設として既存の

スポーツ施設ですね、そこのところをどの

程度で代替となるのかということも一緒

にお聞きしながら、まずは青少年運動広場

の改修の部分でご意見をお伺いして、そち

らのほうでの設計等、使い勝手というとこ

ろを見ていただいて、代替となり得るのか

どうかというところのお話をお伺いして

いきたいと思っておりまして、今その段階

にあるということでございます。 

 あと吹田公舎跡地の山田川運動広場の

件でございますが、利用状況というお問い

でございました。利用状況につきましては、

平成２８年度は、１１月からその施設を市

民の方に使っていただけるようにという

ことで、ＮＰＯ法人せっつブルーウィング

スのほうに普通財産として貸し付けをい

たしておりまして、そちらのほうで市民の

方に開放いただいているという状況でご

ざいます。 

 団体の専有としましては、平成２８年度

につきましては、７７件で１，６１８人の

方にご利用いただきました。あと個人の方

につきましては、２３７人ほどお使いいた
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だいております。これは件数ではなくて、

日数で報告が来ているんですけれども、４

２日間あったということです。 

 平成２９年度、参考にですけれども、４

月から９月までの利用状況につきまして

は、団体のほうで１４７件、２，８６４人

の方ご利用いただきまして、個人の方につ

きましては、８７件の３６１人の方にご利

用いただいております。 

 ご利用の料金につきましては、先ほど申

し上げましたように、普通財産の貸し付け

で市民に開放いただいていますので、使っ

ておられる方については、料金はいただい

ていないという状況とお聞きしておりま

す。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、コンビニ交付における手数料の流

れでございますけれども、まずコンビニの

端末でお支払いされた手数料は、月末で締

めまして、コンビニからコンビニ交付を運

営していますＪ―ＬＩＳを通じて、市に入

金されます。その入金の際は、決算概要の

６４ページ、歳出で上げていますコンビニ

交付事業のコンビニに対する手数料の分

を相殺された額で入金されます。流れとし

ては、そういう状況でございます。 

 この歳入の戸籍手数料、住民票手数料、

印鑑証明手数料の金額には、コンビニ交付

であった分も入っております。 

 続きまして、個人番号カード等再交付手

数料でございますが、この「等」につきま

しては、通知カードでございまして、個人

番号カードの８００円の再交付手数料と

通知カードの５００円の再交付手数料と

なっております。 

 平成２８年度につきましては、個人番号

カードの有料再交付分が２３件、通知カー

ドの有料再交付分が３９６件となってお

ります。 

 委員がおっしゃっておりました２００

円の電子証明書発行手数料でございます

けれども、これにつきましては、市の窓口

で取り扱いますけれども、Ｊ－ＬＩＳから

事務委任を受けまして取り扱っておりま

して、歳入はＪ－ＬＩＳの歳入となってお

りますので、市の歳入には計上されており

ません。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 実施効果にかかわ

りますご質問にご答弁させていただきま

す。 

 まず、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業のＬ

ＥＤ防犯灯の設置についての取り組み内

容というお問いについてご答弁させてい

ただきます。 

 取り組み内容につきましては、摂津市防

犯灯設置要綱に沿い、犯罪や事故が発生し

た場所や発生のおそれのある場所など、防

犯上必要と認められる箇所に自治会や市

民からのご要望を考慮し、かつ、現地調査

をした上で設置を行っているところでご

ざいます。 

 平成２８年度末の設置灯数といたしま

しては、６，５１９灯となってございます。 

 続きまして、防犯カメラ設置事業でござ

います。特に通学路防犯カメラ設置促進事

業補助金についてのお問いかと思います

ので、ご答弁させていただきます。 

 本補助金につきましては、子どもの安

全・安心を確保することを目的に、自治会

などの団体が自主的に防犯カメラを設置

する場合に助成されるものでございます。

大阪府の子どもを守る通学路防犯カメラ

設置促進事業補助金となってございまし
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て、この補助金を活用させていただきまし

て、自治連合会が市内小学校区に１台ずつ

設置をされたものでございます。 

 設置後につきましては、防犯カメラ及び

周辺機器全てを市に移管していただき、維

持管理は市のほうで行っていくという形

になっております。また、設置箇所につき

ましては、主に各小学校の校門の前に設置

させていただいております。 

 なお、この補助金につきましては、単年

度の補助金ということでお伺いしており

ます。 

 続きまして、犯罪被害者等支援事業につ

いてお答えさせていただきます。 

 摂津市犯罪被害者等支援条例には、犯罪

被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの

間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活へ

の影響、その他の事情に応じて、被害の軽

減及び回復に資することを目的としてお

ります事業でございます。 

 具体的な支援といたしましては、犯罪行

為により介護、家事、保育等が必要になっ

た場合の日常生活支援、被害者等が従前の

住居に居住することが困難になった場合、

必要な家賃や敷金に対して家賃補助をす

る支援、犯罪被害者等が受けた被害により

経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者

等に対し見舞金の支給などを行っている

ところでございます。 

 平成２８年度は、相談はございましたが、

具体的な支援はなかったという状況にな

ってございます。 

○増永和起委員長 船寺課長。 

○船寺市民活動支援課長 市民活動支援

課に係る部分についてお答え申し上げま

す。 

 まず最初に、５６ページの市制施行５０

周年企画事業補助金９９万２，０００円で

どのような事業をされたのかということ

についてご説明させていただきます。 

 市制施行５０周年記念事業につきまし

ては、７件申請がございまして、その７件

についてご説明申し上げます。 

 １件目につきましては、文化情報サロン

という団体名で、事業名は、「ジャズでつな

がるコンサート」ということで、５月７日

にコミュニティプラザのコンベンション

ホールで関西で活躍されるジャズミュー

ジシャンをお呼びしまして、ワイン、ウー

ロン茶を飲みながらジャズを聴くという

イベントでございました。 

 参加者は１０２名です。交付決定額は７

万５，０００円で、最終的に交付した交付

確定額も７万５，０００円でございました。 

 ２件目は、淀川わいわいガヤガヤ祭実行

委員会で、市制施行５０周年「第５回淀川

わいわいガヤガヤ祭」ということで、わい

わいガヤガヤ祭については、毎年、淀川の

河川敷で実施されているものであります。 

 開催の日時につきましては、５月２９日、

淀川右岸河川公園でされました。市制施行

５０周年ということで、いつものイベント

にプラスされまして、市制施行５０周年の

あゆみコーナーというものを設けられま

して、市制施行５０周年の内容に合致する

ものでございました。 

 参加人数は４，２００人、交付決定額が

２０万円で、交付の確定額も２０万円でご

ざいます。 

 その次に、摂津郷土史研究会が、摂津の

歴史を示す跡地指標設置ということで、鳥

飼村役場跡に歴史指標を設置するととも

に、郷土史セミナー鳥飼村編を除幕式と同

時に開催されました。 

 開催日は７月２７日で、旧鳥飼村役場跡

で、参加者５０名、交付決定額は７万円で、
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最終的にお支払いした金額は６万１，００

０円でございました。 

 その次、摂津まるごとプロジェクトが市

制施行５０周年「摂津まるごとマーケット

＆摂津今昔物語」ということで実施されま

した。 

 摂津まるごとマーケットは毎年実施さ

れておられますけれども、市制施行５０周

年ということで、５０周年の摂津今昔物語

という内容で、写真展と、摂津５０年の歴

史を解説する講座をされました。 

 開催日は９月１０日で、摂津市立コミュ

ニティプラザ全館を貸し切ってされまし

た。参加人数は５，０００人です。交付決

定額は２０万円で、交付確定額も２０万円

となっております。 

 続きまして５点目が、大阪人間科学大学

学友会ひだまり実行委員会が「ドリームラ

イツフェスティバルｉｎ摂津～摂津で生

まれる地域の絆～」ということで、ろうそ

くファンタジーという行事を生涯学習会

で取り組まれておりまして、その一環の中

で摂津のコミュニティプラザ、摂津市駅か

ら続いておりますせせらぎ遊歩道の部分

についてライトアップをされました。 

 ６００名程度の参加があったというこ

とで、多くの方から称賛の声をいただいた

という事業効果、事業成果が報告されてい

ます。 

 交付決定額は１７万６，０００円、交付

確定額も１７万６，０００円でございまし

た。 

 続きまして６点目、大阪人間科学大学人

間科学部子ども福祉学科ＫＡＯＲＩ共育

プロジェクト、「５０周年摂津ふれあいも

ちつき大会」を実施されました。 

 これは、１１月５日、大阪人間科学大学

雨天体操場で実施されております。地元の

子どもを含む多くの入場者があり、学生が

つくお餅を食べたりとか、生演奏や落書き

コーナー、遊びコーナーなどを実施されて、

参加人数は３２０名、交付決定額は１９万

８，０００円で、交付確定額も１９万８，

０００円でございました。 

 ７点目、ＮＰＯ法人せっつブルーウィン

グスが「～せっつを美しく～健幸歴史ンピ

ック」ということで、市内にあるウオーキ

ングコースを清掃しながら歩こうという

イベントでございましたが、残念ながら雨

が降ってしまいまして、中止になってしま

いました。 

 交付決定額は２０万円を予定しており

ましたが、実際、できなかったということ

で、それまでかかった経費ということで、

８万２，０００円だけお支払いしておりま

す。 

 以上で、交付決定額が１１１万９，００

０円に対しまして、９９万２，０００円の

交付確定額となりました。いずれのイベン

トも、皆さん積極的に活動され、また、多

くの参加者があったということで、成功し

たというふうに考えております。 

 続きまして、コミュニティセンター新築

工事につきましてご説明申し上げます。 

 ちょっと細かくなりますけども、工事請

負費につきましては、新築工事になります。

これは本体の工事になりますが、当初の契

約金額は６億６９６万円でございました。

平成２７年度中に前払いとして２億円お

支払いしております。 

 そして、昨年、貯水槽設置等に係る地元

からの要望がありましたことから、工事契

約の変更をしまして、その分が４，５０８

万５，０００円でございます。 

 合わせまして、平成２８年度の決算額４

億５，２０４万５，０００円になります。 
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 あと、その次に、コミュニティセンター

の器具費につきましては、机、椅子、ロッ

カー、棚、時計等、また、冷蔵庫、プロジ

ェクターなどを購入いたしました金額と

しまして、２，３２７万７，６８１円を支

出したものでございます。 

 そのほか、工事に係るものにつきまして

は、コミュニティセンター新築工事監理委

託料ということで、３，３２６万７，６７

２円、あと、コミュニティセンターの館内

の通信環境構築委託料ということで、こち

らのほうは電話でありましたりコンピュ

ータのシステムでありましたりとか、そう

いう構築工事で６３４万２，２５６円とい

うような内容が新築にかかわります工事

費になります。 

 約５億１，５００万円程度、平成２８年

度では支出しております。それプラス、前

年度の２億円を足しますと７億１，５００

万円程度になると考えております。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります３点のご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目、概要の７４ページ、地域

福祉活動支援センター事業の平成２８年

度の事業の内容でございます。 

 地域福祉活動支援センターは、地域福祉

団体やボランティア団体など、地域福祉活

動を支援するための拠点となります。セン

ター内には社会福祉協議会、ボランティア

センター、地域福祉活動支援センターに加

え、地域福祉団体やボランティア団体など

が連携・協力し、地域の人々の結びつきを

深めるための助け合いや交流等、支援活動

を実施しておりまして、情報の収集・発信、

講演会の実施などを行っております。 

 平成２８年度につきましては、利用件数

が８４０件、利用者数につきましては、１

万２，４３７名となっており、平成２５年

度の開設以来、利用者数につきましては順

調に伸びておる状況でございます。 

 このような状況から、講演会活動等、か

なり活発に開催されるようになりまして、

さまざまなボランティア団体等に利用し

ていただいているという状況でございま

す。 

 続きまして、概要の７４ページ、地域福

祉活動拠点整備補助事業についてでござ

います。 

 こちらのほう、建物の建設費、デイハウ

スましたにかかわる建物の建設費という

ことでございますが、決算額としましては、

９，１３８万５，２８０円となっておりま

すが、建物の新築工事費につきましては、

そのうち３，１２５万６，４２６円となっ

ており、ただし、こちらのほうに電気設備

工事費８６４万１，１２３円、そして、機

械設備工事費１，２２１万５，７２４円が

加わりまして、計５，２１１万３，２７３

円ということになっております。 

 続きまして３点目、概要７４ページ、災

害時要援護者支援事業の平成２８年度の

内容についてでございます。 

 災害時要援護者支援事業につきまして

は、平成２５年度に国の防災対策基本法の

改正により要援護者名簿の作成が義務づ

けされておりますが、それに先立つこと平

成２３年度から、本市におきましては災害

時要援護者支援事業に取り組んでおると

ころでございます。 

 ふだんの事業内容としましては、要援護

者名簿、また、同意要援護者名簿の整備に

努めておるところでございます。 

 平成２８年度につきましては、このほか

に、３月１６日と２２日に災害時要援護者
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の避難支援を通じた地域のつながりづく

りということで銘打ちまして、講演会の開

催を行いまして、災害時の避難の重要性、

または、ふだんからの地域のつながりづく

りの重要さということを啓発させていた

だいております。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係ります３点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 決算概要の７６ページ、せっつ高齢者か

がやきプラン推進事業に関しまして、主に

高齢者保健福祉基本計画、介護保険事業計

画推進審議会を２回開催させていただい

ております。 

 それに伴う食料費や費用弁償でござい

まして、午前中にもご質問ありましたせっ

つ高齢者かがやきプラン策定委託料に関

しましては、ニーズ調査で委託している内

容でございまして、繰り返しになる部分も

ございますけれども、改めてご説明させて

いただきますと、６５歳以上の高齢者２，

２００名の方と、５０歳から６４歳の方８

００名、合計３，０００名の方に関しまし

て、介護予防・日常生活圏域のニーズ調査

を行っております。 

 また、要介護の方に関しまして、１，２

００名の方に関して在宅介護実態調査と

いうことを、この二つの調査を行いまして、

約六、七割弱の回答を返していただいてお

ります。 

 やはり、この設問に関しましては、多く

の実態を確認するために、多くの質問をし

たいところなんですけれども、すると、な

かなか回答率が非常に悪くなって難しい

ということで、必要な事項、国の必須事項

は入れさせていただいたんですけれども、

市独自の設問もやはり聞いていきたいと

いうことで、参考に、ニーズ調査では４８

問中１２問が市独自の部分でさせていた

だいておりまして、例えば、地域包括支援

センターとか摂津みんなで体操３部作な

んかを知ってるかどうかとかですね、そう

いう周知の内容を入れさせていただいた

りとか、保健関係にはなりますけれども、

インフルエンザの予防接種とか定期健診

について受けているかどうかとか、そうい

う内容を独自で入れさせていただいたり

しております。 

 在宅介護の実態調査に関しましては、質

問事項としては２２問、やはり、介護され

てる方に関してのご質問ということで、質

問数を減らしておりまして、その中の４問

が市独自でございまして、例えば、子育て

の方、ダブルケアなんかに関してあるのか

とかを質問内容に入れさせていただいて

おる状況でございます。 

 ２点目といたしまして、７８ページの認

知症・介護支援事業に関しましては、認知

症に関する普及啓発や認知症高齢者への

支援ということが目的でございまして、普

及啓発に関しまして、認知症のサポーター

の養成講座を実施しております。 

 それに関しましての養成としまして、平

成２８年度でしたら認知症サポーターが

３１８名、キャラバン・メイトとして、認

知症サポーターを養成する方ということ

で５名ということで、認知症の啓発のため

の講座をさせていただいております。 

 また、介護者家族の会の支援ということ

で、その補助金なども出させていただいて

おります。 

 それと、認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネッ

トワーク事業は、認知症高齢者の方が登録

していただくことで、市内の事業者等のご

協力を得て、できるだけ早く発見するとい
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うような事業でございまして、その事業に

関しての通信運搬費等を支出として出さ

せていただいている状況でございます。 

 次に、３点目といたしまして、同じくひ

とり暮らし高齢者等安全対策事業ですけ

れども、主に事業の内容といたしましては、

午前中も少しありました独居老人愛の一

声訪問という事業で、週に１回、高齢者の

方に見守りの事業としてさせていただい

ている事業と、緊急通報装置の設置という

ことで、ひとり暮らしの方と重度の方に関

しての疾患等で、昼間独居の方も対象です

けれども、緊急通報装置を設置させていた

だいて、いざというときに押していただく

と、係員の方に駆けつけていただくという

ような見守りの事業でございます。 

 また、月１回、安否確認等の連絡等もし

ていただいている事業でございます。 

 それと、平成２８年度に新たに拡大した

事業でございますライフサポーターの派

遣業務委託事業、派遣事業ということがご

ざいまして、今までの、ひとり暮らしの高

齢者、登録された方に関しての見守りサー

ビスということで訪問させていただくだ

けではなくて、７５歳以上の高齢者の方に

関して、順次、特に、まずはひとり暮らし

の高齢者の方は、見守りの必要性で高いと

いうことで、順次、地域を順番に回らせて

いただいております。 

 この７５歳以上の高齢者のひとり暮ら

しの方に関して、実際今、高齢者の方に対

して、詐欺とかもございますので、訪問の

前に対象者の方に市からお手紙を出させ

ていただいて、ライフサポーターの方が見

守り等のためにお伺いさせていただきま

すよということで、大体、２か月ぐらいで

回れる範囲の方に関してお手紙を出させ

ていただいて、順次、進めさせていただい

ておる状況でございます。 

 その中に、先ほど少しお話しさせていた

だいた、ご自身のいろいろな状況を書く調

査表なんかを入れさせていただいておる

んですけれども、それを訪問させていただ

いたときに情報確認シートということで

回収させていただくというような事業を

させていただいております。 

 訪問時には、高齢者のパンフレットや安

否確認、緊急連絡先の携帯シート、それと、

摂津警察から提供の詐欺に要注意のチラ

シ等とセットでお渡しさせていただいて

回らせていただいておる状況でございま

す。 

○増永和起委員長 大西課長。 

○大西生活支援課長 決算概要７６ペー

ジの生活支援課に係りますご質問につい

てご答弁をさせていただきます。 

 広域就労支援の具体的な内容につきま

しては、就労準備支援が必要な方へのアセ

スメント、支援方針やプランの作成、就労

準備支援講座等の開催、職場体験、就労体

験などを実施しております。 

 また、支援付就労などの受け入れ事業所

の開拓及びマッチング、キャリアカウンセ

ラーの派遣なども実施をしております。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わります２点のご質問にご答弁させてい

ただきます。 

 まず、決算概要８２ページ、障害者虐待

防止事業の平成２８年度の事業内容、取り

組みについてでございますが、予算計上し

ているものとしましては、報償金、手数料、

成年後見制度利用助成費を予算計上して

おりますが、報償金につきましては、障害

者虐待防止のための研修会に係る講師謝

礼でございます。 
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 平成２８年度は大阪府が実施いたしま

した虐待防止研修会への出席を行いまし

たため、報償金が発生しなかったというも

のでございます。 

 手数料、成年後見制度利用助成費につき

ましては、市長申し立てによる成年後見人

制度の利用助成を行うための予算を計上

しているものでございますが、平成２８年

度には対象者がおられなかったため、予算

執行がなかったというものでございます。 

 そのほかに、障害者虐待防止センターと

しまして、障害福祉課内にこのセンターを

設置しております。虐待通報がありました

ら、その事案に対しての対応を行っている

という状況でございます。 

 次に、同じく決算概要８２ページ、障害

のある方の就労の支援について、関係する

事業のそれぞれの内容でございますが、ま

ず、障害者職業能力開発センター等補助事

業、こちらにつきましては、午前中の光好

委員のときにもご答弁させていただきま

したが、摂津市障害者職業能力開発センタ

ー、それから、茨木・摂津障害者就業・生

活支援センターに対する運営補助金を交

付しているものでございます。 

 障害者職業能力開発センターにおきま

しては、大阪府の特別委託訓練施設といた

しまして、障害者の能力の開発及び向上を

図り、それぞれの適性と能力に応じた職業

につくための支援を実施する施設でござ

います。 

 また、茨木・摂津障害者就業・生活支援

センターにつきましては、障害者の就職活

動及び就職後の定着支援と生活面に対す

るニーズに対しまして、一体的な支援を行

っております。 

 次に、障害者就労促進事業の内容でござ

いますが、こちらは、国の緊急雇用対策の

その後の継続事業として実施をしている

ものでございまして、内容といたしまして

は、旧味舌スポーツセンター、旧三宅スポ

ーツセンター、山田川運動広場の施設の使

用申請受付でありますとか、利用許可書確

認、施設清掃などの施設運営業務を委託し

ているものでございます。 

 次に、障害者雇用助成事業の内容でござ

いますが、こちらにつきましては、公共職

業安定所の紹介によりまして、摂津市在住

の障害者を常用労働者として雇用し、国制

度であります特定求職者雇用開発助成金

の支給を受け、国の支給期間終了後も継続

して当該障害者を雇用する事業主に対し

て、障害者雇用助成金を支給するといった

内容でございます。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 保健福祉課に係

ります２点のご質問にお答えいたします。 

 ９４ページ、健康せっつ２１推進事業に

ついてです。こちらは、各保健事業につい

て、また、市民の健康づくりについて協議

を行います健康づくり推進協議会や各部

会の開催に係るものです。 

 また、具体的に実施いたしました保健事

業についてですけれども、例えば、健康づ

くり推進リーダーを養成する講座の開催、

小学生を対象に命の尊さを学んでいただ

く助産師によるふれあい体験学習、幼児や

高齢者への食育や栄養講座の実施、また、

自殺防止対策研修会の開催など、このよう

な講座を実施しております。 

 また、ほかには、乳幼児健診や特定健診、

がん検診の日程や予防接種や特定健診、歯

科健診などの実施医療機関を掲載いたし

ました健康づくり年間日程表の作成や全

戸配布を行い、事業のＰＲ等を図るもので

す。 
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 続きまして、９６ページのがん検診事業

についてです。がん検診につきましては、

胃、大腸、肺、前立腺、子宮頸がん、乳が

んのがん検診を実施しております。 

 いずれのがん検診につきましても、保健

センターでの集団検診が主なものとなっ

ておりますが、子宮頸がんにつきましては、

市内の委託医療機関、また、吹田市、茨木

市といった近隣市の委託医療機関での個

別検診も行っております。また、前立腺が

ん検診につきましては、市内の医療機関で

の実施も可能となっております。 

 子宮頸がん、乳がん検診につきましては、

従前より大阪がん循環器病予防センター

で個別検診を委託しておりましたが、平成

２８年度からは、合わせまして、胃がん、

大腸がん、肺がんにつきましても、個別検

診の委託を行い、同日に数種類のがん検診

を受けていただく体制が可能となってお

ります。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、環境政策

課にかかわります３点の質問にお答えい

たします。 

 まず、１点目でございます。９４ページ、

環境政策課の一般事務事業の中で、摂津市

環境の保全及び創造に関する条例の改正

内容についてでございます。 

 摂津市環境の保全及び創造に関する条

例につきましては、施行後長年が経過し、

環境行政を取り巻く状況が大きく変化し

ておりましたことから、摂津市環境の保全

及び創造に関する条例審議会に諮問し、同

審議会からいただきました答申を踏まえ、

改正を行ったものでございます。 

 改正内容につきましては、環境関係法令

との整合を図ったほか、同審議会から答申

いただきました地球環境の保全、環境学習

の推進、地域からの環境活動、この３点に

ついて条文に盛り込みまして、ことしの４

月１日に施行しております。 

 ２点目の１００ページ、環境教育学習事

業の平成２８年度の取り組みについてで

ございます。 

 こちらについては、先ほど委員からもご

紹介いただきました市民環境フェスティ

バルのほか、水辺の生き物観察会、野鳥観

察会といったイベントを開催したほか、子

ども版環境家計簿でありますせっつこど

もエコノート、ごみ減量化・リサイクル絵

画展の入賞作品をパッカー車に貼りつけ

るメイクパッカー事業、こういったものを

実施いたしました。 

 ３点目、同じく１００ページの温暖化対

策事業につきましては、平成２８年度の取

り組みにつきましては、環境家計簿、Ｅラ

イフ講座、グリーンカーテン、雨水タンク

設置補助事業等を実施しております。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかわります３点のご質問にご答弁

させていただきます。 

 まず、ごみ減量啓発事業及びごみ減量対

策事業の事業内容でございます。 

 ごみ減量啓発事業に係りましては、市内

全小学校４年生の児童を対象にいたしま

した、ごみ減量化・リサイクル絵画展を開

催いたしまして、入賞者につきましては、

先ほどの環境フェスティバルにおきまし

て表彰式を行い、また、作品の展示も行っ

ております。 

 また、昨年１０月以降に容器包装に係る

プラスチックを不燃ごみから可燃ごみへ

と区別変更をしたことに伴いまして、地域

に出向きまして、説明会を行い、また、校

区懇談会なども行っております。 
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 ごみ減量対策事業につきましては、資源

ごみの集団回収に助成金を出し、リサイク

ルの推進に努めているところでございま

す。また、不法投棄として回収いたしまし

た家電４品目につきましても、処分してお

ります。 

 ２点目、ごみ収集処理事業につきまして、

事業内容でございますが、一般廃棄物の収

集のほか、乾電池の分別収集も行っており

ます。平成２８年度の１０月からは、先ほ

ど申しました容器包装に係るプラスチッ

クを不燃ごみから可燃ごみとして回収を

しております。 

 続きまして、エコアクション２１の実績

と取り組みでございます。エコアクション

２１の周知につきましては、ホームページ、

そのほか本庁環境政策課や環境センター

等でチラシ等々によるＰＲをしてまいり

ました。 

 そういった中で、平成２８年度につきま

しては、１件の申請がございました。その

中で、１５万７９円の補助を行い、認証に

至っております。 

○増永和起委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、質問番号２

６番、決算概要１０４ページ、ごみ処理施

設維持管理事業の焼却施設精密機能検査

業務委託の内容と取り組みの考え方につ

いてご答弁申し上げます。 

 環境センターは、昭和５８年１１月に建

設しました３号炉と平成５年４月に建設

しました炉を持つごみ焼却施設でありま

す。 

 既に３４年と２４年を経過した、老朽化

した炉を持つ焼却場となっておりまして、

耐用年数が平成４０年度までとなってお

ります。 

 こうした状況の中、平成４０年度以降も

焼却ができるのかという課題に対しまし

て、基幹改良工事を行うなどにより、耐用

年数を１０年ぐらい延ばして、平成５０年

度にすることができないか、できるとすれ

ば幾らの費用が必要であるかを調べるた

め委託を行いました。 

 結果といたしまして、引き続き、定期補

修整備を図りつつ、平成３８年度、平成３

９年度、平成４０年度に基幹改良工事を導

入することにより、平成５０年度まで施設

を延命することができるものとなってお

ります。 

 経費といたしましては、定期補修整備費

が２２年分で３４億９，２９４万８，００

０円、３年間の基幹改良工事費が５１億２，

０００万円、コンサルタント費用として６，

９００万を含めまして、総額８６億８，１

９４万８，０００円となります。 

 今後におきましては、この報告書を活用

しまして、効率的で効果的なごみ処理方法

を検討して、今後の対応を図ってまいると

考えている状況でございます。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係りますご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 まず、スクラッチカード発行事業でござ

います。不況によります経済対策の一環と

しまして、平成２１年から７年間実施して

きました商品券事業に変わりましてとい

うか、趣向を変えまして、昨年度から取り

組んだものでございます。 

 内容としましては、各参加店におきまし

て商品を購入、またはサービスを受けたお

客さんに対しまして、１回の支払い５００

円ごとに１枚、オリジナルのスクラッチカ

ードを配布するものでございます。 

 当たりにつきましては、次回の買い物等
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で使用できる３００円、１００円相当のお

買い物券が、また、ＡからＥ賞として、空

気清浄機等が当たる特別賞を平成２８年

度は設けております。 

 また、外れ券を活用した参加店独自のサ

ービスの提供もいただいておるところで

ございます。 

 期間は昨年１１月１０日から１２月２

０日の１か月間で実施いたしまして、スク

ラッチカードの総発行枚数は５万枚、参加

店は１８７店舗、うち独自サービスを提供

していただくお店が９３店舗ございまし

た。 

 当選確率につきましては、昨年度は市制

施行５０周年ということもございまして、

おおむね４０％という確率で発行いたし

ております。 

 参加店に事業効果等について伺ったと

ころ、「効果がなかった」との回答が全体で

１割程度で、９割ぐらいは何らかの効果が

あったというふうにご回答いただいてお

ります。 

 また、お客さんの反応としては、「当たり

が多かったのでよかった」とか「楽しかっ

た」というようなご意見もいただいておる

ところでございます。 

 続きまして、消費生活相談ルーム事業に

ついてお答えいたします。 

 この事業内容についてですけれども、悪

徳商法や詐欺等をはじめとしました消費

生活に関する苦情・相談を受け、助言や情

報提供等により問題解決の支援を行うも

のでございます。 

 また、消費生活セミナーや出前講座等の

啓発活動により、消費者トラブルの未然防

止も図っておるところでございます。 

 相談事業としましては、専門知識を有し

ます相談員を毎日２名配置しまして、電話

や窓口で市民からの相談を受け、解決に向

けた支援を行っております。 

 啓発活動としましては、毎年５月が消費

者月間であることから、５月には駅前等で

啓発活動、また、自治会や老人会からの依

頼に応じて出前講座を開催し、広く注意喚

起、啓発を行っておるところでございます。 

 また、平成２０年６月からでございます

けれども、多重債務の相談窓口ということ

で、現在、毎月２回、第１木曜日に司法書

士に第３金曜日には弁護士にお越しいた

だいて、多重債務の相談窓口を設置してお

るところでございます。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご丁寧なご答弁ありが

とうございます。 

 それでは、１点目の歳入のところで、青

少年運動広場使用料、そして、スポーツ広

場使用料、そして各体育館の使用料につい

て、稼働率についてご答弁を詳しくいただ

きました。わかりました。総合体育館の件

もありましたし、それから、たまたま摂津

小学校が増設工事、あるいは体育館の耐震

工事ですか、しておりまして、そしてプラ

ス、味舌スポーツセンターが旧味舌小学校

解体工事をしておりまして、グラウンドが

もうすごく少ないというお声も多くの方

からいただきまして、その中で稼働率等々、

聞かせていただいたわけでございます。ま

た、今後の参考にしていきたいと思います。

ありがとうございます。 

 それから、２点目のマイナンバーカード

コンビニ交付の手数料の流れについて、よ

くわかりました。Ｊ－ＬＩＳを通じて入っ

てくるということで、わかりました。あり

がとうございます。 

 そして、次の個人番号カード等再交付手

数料について、通知カードの分が入ってた
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のかなというふうに思いました。わかりま

したありがとうございます。 

 歳入のほうは以上であります。 

 そして、決算概要のほうでの質問につい

ての１番でございますけども、ＬＥＤ防犯

灯等防犯推進事業について。 

 取り組みの中身について詳しくご説明

をいただきました。ありがとうございます。

市内には、多くのＬＥＤの防犯灯が設置を

されたわけでございますけども、例えばで

すけども、よく市民の皆さんから聞かれる

んですけどもＬＥＤの防犯灯にかえてか

ら、費用対効果というものはどうなのかと

いうことをよく聞かれるわけです。光熱水

費について、費用対効果についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから２番目の、次は防犯カメラ設置

事業についてでございます。 

 この大阪府の補助事業は、単年度限りと

いうことであります。よくわかりました。 

 次に、この際お聞きしたんですけども、

維持管理体制についてお聞かせいただき

たいのと、防犯カメラというのは、現在つ

けていただいてるのは、同じメーカーのも

のが多いのかなと思うんですけども、耐用

年数についてどれぐらいもつものなのか

というのがもう一つです。 

 それから、いろんな防犯カメラがあるみ

たいですけども、下からデータをＷｉ－Ｆ

ｉみたいなので拾って、そのデータを保存

しておくとか、いろんな手法があるみたい

なんですけども、摂津市が設置していただ

いてる防犯カメラというのは、どのように

データを収集して、あるいは警察から、例

えば犯罪が起きたときに摂津市のほうに

依頼があって、どのようにデータをお渡し

するか等々、その点と流れを、警察になっ

てくるかなと思うんですけども、連携体制

をお聞かせいただきたいなと思います。 

 それから、３番目の犯罪被害者等支援事

業についてです。 

 事業の中身について詳しくご説明をい

ただきました。相談された方が２１名いて、

いずれも該当しなかったというご答弁だ

ったと思います。 

 この事業に関しましては、すごくデリケ

ートな取り組みの一つであるのかなとい

うふうに思いますけども、ここで一つお聞

きしたいのが、今後の問題点や課題、ある

いは一番、私は大事やなと思うのは、こう

いう制度について相談する窓口が摂津市

にありますよということを広報等々を通

じて、ホームページも通じてやっていただ

いておりますけども、周知方法についてど

のように取り組まれるかということをち

ょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、４番目でございます。文化ホ

ール管理事業の中で、文化ホール、くすの

きホールのリニューアルにかかった費用

について、詳しくご答弁をいただきました。

ありがとうございます。 

 既にもう利用されておりますけども、今

後は、さらにコンサート、あるいは発表会、

そして演劇などに多くの市民の人が利用

していただく愛着のあるくすのきホール

となっていただくことを期待いたしまし

て、これは要望としておきます。 

 それから５番目です。市民活動支援事業

の中の市制施行５０周年企画事業補助金

について。 

 これもすごく詳しくご答弁いただきま

した。よくわかりました。ありがとうござ

います。事業所からの申し込みはなかった

ということで、理解をさせていただいてま

す。やはり摂津市が目指しますまちづくり

の将来像は、「みんなが育むつながりのま
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ち摂津」でありまして、やはり行政、そし

て市民の皆さん、そして事業所との協働で

まちづくりを進めていくという観点から

私は事業所の方からも申し込みがあって

もよかったかなという感じでちょっと聞

かせいただいたわけでございます。 

 ここでもう一つお聞きしたいんですけ

ども、もう一点は、この市民活動支援事業

の中の市民公益活動補助金６７万円につ

いてでございます。地域で抱える社会問題

の解決や、よりよい市民生活の実現に向け

て市民団体が取り組む事業に対して補助

金を交付しますとの趣旨で、平成２８年度

も実施されました。この平成２８年度にお

ける摂津市市民公益活動補助金事業の内

容、実績などについてお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、６番目であります。コミュニティ

センター事業についてでございます。 

 これも建設にかかった費用について詳

しくご答弁をいただきました。ありがとう

ございました。わかりました。 

 そして、次にお聞きしたいのは、決算書

の３１ページですけども、コミュニティセ

ンター用地使用料４，６００円、そして、

コミュニティセンター使用料３４万３，５

５０円でありますけども、これは、できて

間もないという状況で、このような使用料

ということでもちろん認識はしてるんで

すけども、新たな利用者の獲得や稼働率向

上に向け、公民館機能及び管理運営のあり

方を協議するとともに旧別府公民館まつ

りを引き継ぐ新しい生涯学習活動を含む

イベントの開催が行われると認識をして

おります。これがこの１１月１９日に第１

回の別府コミュニティセンターまつり、つ

ながって育てよう楽しもうコミセンから、

が開催をされます。今後、貸し室の使用に

おける稼働率もふえてくるというふうに

思いますが、今後のイベント開催や講座、

またコミュニティセンター主催事業につ

いての考えをここでお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、７番目であります。総合体育館建

設事業についてでございます。 

 現段階の状況について、課長からご答弁

をいただきました。一般質問で渡辺議員も

おっしゃってましたけども、僕も室内競技

の多くの方と知り合いでございまして、総

合体育館ができますよというふうに市政

運営の基本方針で、２０２０年の東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催目指して

摂津市に総合体育館を建設していくとい

うことで、市長がほめられましたというこ

とで言わせていただきました。多くの市民

の方が期待を本当にされてるところであ

るわけであります。 

 そして、先ほど課長からご答弁いただき

ましたけども、まずは青少年広場の改修に

取り組まれるということであります。 

私もぱっと青少年広場を思い浮かべます

と、今よりもラウンドを多くとれるのかな

というふうに思います。そして、これは要

望なんですけども、照明器具が、前も言い

ましたけどもかなり古くなっております

ので、今ＬＥＤの照明なんかも出ておりま

すし、そういうのも取りかえをしていただ

きたいなと。 

 もう一つは、この際なので言っておきま

すけども、ミストシャワーなんかコミュニ

ティプラザに夏につけていただきました

けども、あそこは日影が余りありませんの

で、ミストシャワーなんかをつけてほしい

という要望もあります。そういうのをいろ

いろ検討しながら、さらに広くグラウンド

を確保していただくように、これは要望と
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しておきます。 

 そして、総合体育館に戻りますけども、

やはりあらゆる方法を検討していただい

て、早くに総合体育館を皆さんが賛同でき

る、防災機能を備えた総合体育館の建設に

向けて取り組んでいただきますようよろ

しくお願いします。ある方は、体育館の上

にグラウンドをつくったらどうやとかと

いうご意見もあり、かなりの費用がかかり

ますが、そういう今、建設技術も発展して

おりまして、分厚いマットも出ております

し、かなりの費用、多くの費用がかかりま

すけども、そういうことも視野に入れて、

どうか検討していただきますようよろし

くお願いします。これも要望としときます。 

 それから、８番目の体育施設管理事業に

ついてでございます。 

 山田川運動広場の中身についてご説明

をいただきました。多くの方がオープンし

て間もないですけどもふえてきてるのか

なというふうに認識をしているわけでご

ざいます。そして、無料ということであり

ます。吹田の方も恐らく使っておられるの

かなというふうに思いますけども、何せ千

里丘の端のほうで千里丘新町という新し

い町ができまして、端のほうでありますの

で、鳥飼のほうの方もこういう運動広場が

あるということをぜひ知っていただくよ

うに、私はＮＰＯ法人せっつブルーウィン

グス、そして市のほうもこういう広場があ

りますよという周知をしっかりと徹底を

していただきたいと思います。ある方から、

あそこの運動広場はあることは知ってる

んですけども、どこに連絡して予約したら

いいんですかというご連絡も何件か僕の

ほうにいただきました。周知の徹底をよろ

しくお願いいたします。要望としておきま

す。 

 それから、９番目でございます。地域福

祉活動支援センター事業について。 

 この平成２８年度の取り組みについて

詳しくご説明をいただきました。地域福祉

活動支援センターを拠点として地域福祉

活動に携わる関係団体が協働で、この１１

日にもボランティアフェスティバルが開

催されます。また、各種講座を開催し、団

体間のネットワークの強化が図られたと

認識をいたします。地域福祉活動支援セン

ターを中心として社会福祉協議会、地域包

括支援センター、そしてボランティアセン

ターのさらなる連携の取り組みについて、

ここでちょっとお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、１０番目の地域福祉活動拠点整備

補助事業についてでございます。 

 これも建設費についてご答弁いただき

ました。詳しくわかりました。ありがとう

ございます。 

 ２点目にお聞きしたんですけども、全中

学校区に地域福祉活動拠点の整備を目標

と総合計画でもされておられますけども、

現在は、「ゆうゆうホール鳥飼西」、そして

「さわやか広場とりかい」、そして「あいあ

いホール別府」、そして「デイハウスました」

でございます。第三中校校区におきまして

は、まだないのかなというふうに認識をし

てるわけですけども、この第三中校校区に

おける地域福祉活動拠点の整備ついてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、１１番目でございます。災害

時要援護者支援事業について。 

 改めてこの事業の内容についてお聞か

せいただきましたけども、２回目に、この

対象者の方は何名いてるのか、そして現在、

登録者は何名なのかということで、お伺い

したいと思います。 
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 そして、１２番目、せっつ高齢者かがや

きプラン推進事業につきまして取り組み

内容につきましてご答弁いただきました。

ありがとうございます。 

 今度７期でありますけども、第６期のせ

っつ高齢者かがやきプランの基本理念は

「いつまでも活動的で元気に暮らせるま

ち せっつ」ということでありました。次、

７期のせっつ高齢者かがやきプランの基

本理念なんか、もし構想がありましたら教

えていただきたいと思います。 

 それから、１３番目です。生活困窮者自

立支援事業について。 

 事業の中身について、これも詳しくご答

弁をいただいたわけでございます。ちょっ

と違う角度なんですけども、生活困窮家庭

の中学生に対して学習支援をする制度と

いうことで、事務報告書にも載っておりま

したけども、それぞれの生徒に適した学習

支援を行うための支援員を配置というこ

とで、延べ１６０人だったのかなと思いま

すけども、この取り組みについてお聞かせ

いただきたいなと思います。 

 １４番目です。認知症・介護支援事業に

ついてでございます。 

 事業内容についてご答弁いただきまし

た。 

 そして、次に、認知症高齢者等徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク事業についてお聞きした

いんですけども、この平成２５年の４月か

ら認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワー

ク事業が始まりました。認知症高齢者等が

行方不明になった場合に対象者を早期に

発見できるよう地域の事業者に協力を依

頼するものです。関係機関や協力事業者と

ともに、認知症高齢者等やその家族が、地

域において安心した生活ができるよう支

援体制をつくっていきますということで

あります。 

 現在までの登録事業所数が、９５者だっ

たと認識しております。実績などについて

お聞かせいただきたいと思います。 

 そして、１５番目であります。ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業について。 

 これも事業の中身について詳しくご答

弁をいただきました。 

 もう一点お聞きしたいのは、ライフサポ

ーターによる見守り活動、そして乳酸菌飲

料の配布による安否確認。また、宅配を行

う事業者などと連携し、これは平成２８年

度の取り組みということで認識をしてお

ります。連携して、高齢者の見守りを多角

的に進められました。民間のご協力をいた

だいての見守り、安否確認についての考え、

市の考えについてちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、１６番目に障害者虐待防止事

業についてでございます。 

 これも事業の中身についてご説明をい

ただきました。 

 そして、次にお聞きしたいのは、障害者

虐待防止法が、平成２４年１０月より施行

されました。この法律は、障害者虐待の防

止及び擁護者を支援するための法律であ

ります。障害者の虐待にかかわる通報や届

け出、支援等の相談は障害者虐待防止セン

ターまでお寄せくださいということで、先

ほどもご答弁ありましたけども、障害福祉

課が障害者虐待防止センターの役割を担

うことになったわけでありますが、ご相談

の状況などについてお聞かせいただきた

いと思います。 

 そして、１７番目です。これは障害のあ

る方の就業・就労の支援について、三つの

事業について詳しくご説明をいただきま

した。ありがとうございます。 
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 そして、次にお聞きしたいのが、障害者

職業能力開発センターでの訓練などを活

用した就労支援の充実に向けた取り組み

についてお聞きをしたいと思います。 

 次に、１８番目であります。健康せっつ

２１推進事業について。 

 これも取り組み、事業の中身についてご

答弁いただきました。 

 この際、ご要望、市民の方のご意見とい

うことで、要望だけにしておきたいんです

けども、このたび路上喫煙の禁止及び環境

美化推進地区の指定ということで、出され

たわけであります。この一つが摂津市の健

康づくりという観点から、健康づくり推進

条例第１０条及び、摂津市環境の保全及び

創造に関する条例第８１条に基づき、路上

喫煙禁止及び環境美化推進地区の指定を

行うということで、指定が出されました。 

 この近隣市、例えば近いところでは、Ｊ

Ｒ岸辺駅の駅前には、煙は外に出ますけど

も、喫煙所が設けてあるわけでございます。

各駅にも喫煙所が行政により設置してあ

るわけであります。この摂津市の流れから

今行きますと、喫煙所というのは設置をさ

れないのかなというふうに、受動喫煙が健

康被害を及ぼすという観点から、喫煙所と

いうのは設けないという観点であるのか

なというふうに認識をしているわけであ

りますけども、やはり摂津市にも多くのた

ばこ税が、毎年入ってるわけであります。

たばこを吸われる方が、やはり駅前でどう

してもたばこを吸ってしまって、ポイ捨て

をしてしまうという流れがあるわけであ

りますので、そのたばこ税を使って喫煙所

を設置してほしいというご意見を頂戴し

ましたので、ここでお伝えをしておきます。

これは要望とさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それから、１９番目であります。環境政

策課、一般事務事業につきまして、この摂

津市の環境保全及び創造に関する条例の

改正が行われました。その中身についてご

答弁をいただいたわけでございます。 

 そして、２点目にお聞きしたいのは、今

後、庁内関係各課とさまざまな連携を図り

つつ、本市のブランドイメージが向上する

ような環境施策を実施されると認識して

おります。具体的な取り組みについてお聞

かせをいただきたいと思います。 

 それから、２０番目です。がん検診事業

についてでございます。 

 これも事業内容についてお聞かせをい

ただきました。現在、受診率につきまして

は、平成２８年度の分で１９．３％。そし

て平成３２年度だったと思います。目標を

５０.０％にされてたと思います。そして、

プラスこの５つのがんの個別検診の周知

方法の検討についてちょっとお聞かせを

いただきたいと思います。 

 先ほどの受診率についての目標、どのよ

うに達成していくのかについてもお聞か

せいただきたいと思います。 

 そして、２１番目であります。環境教育

学習事業について。 

 これも事業の中身について詳しくご答

弁をいただきました。ありがとうございま

す。 

 そして、今後の課題といたしましては、

さらに環境フェスティバルなど各種イベ

ントを通して事業者、団体、市民等との連

携を図り、協働による環境意識の高揚を推

進していく必要があると認識しておりま

すが、この協働による取り組みについてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、２２番目です。温暖化対策事

業です。 
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 これも事業の中身についてご答弁をい

ただきました。そして、環境家計簿の参加

件数の推移についてお聞かせいただきた

いと思います。平成３２年度の目標が１，

０００件ということで、掲げられておりま

す。それも含めてお聞かせいただきたいと

思います。 

 そして、次に２３番目であります。ごみ

減量啓発事業についてでございます。 

 これも平成２８年度の取り組みについ

てお聞かせいただきました。そしてごみ減

量対策のほうもお聞かせいただきました。

ありがとうございます。 

 そして２回目、この際お聞かせいただき

たいんですけども、使用済み小型家電の回

収を市内１１か所の拠点で実施していた

だいております。資源のリサイクルの推進

については、使用済み小型家電リサイクル

の拠点をふやしていく上での民間施設の

活用方法などが、今後の課題であると認識

をしております。そして、事業系ごみの適

正処理とリサイクルの推進における事業

者への啓発・指導の強化についての今後の

取り組みについてお聞かせいただきたい

と思います。 

 ２４番目です。ごみ収集処理事業につい

て。 

 これも平成２８年度の事業内容につい

てご答弁をいただきました。 

 燃やせるごみの品目が追加をされまし

た。インスタント食品などの容器、食品・

乳酸菌飲料などのプラスチック容器、イン

スタント食品、冷凍食品、野菜、パン、お

菓子などのビニール袋、プラスチック袋な

どであります。多くの市民の皆さんが、大

変喜んでおられました。燃えないごみが少

なくなって本当にうれしいわという声を

多くいただいております。 

 そして、次にお聞きしたいのが、多様な

収集方法や収集活動についての角度から

お聞きしたいんですけども、安否確認を兼

ねた高齢者などに対するふれあい収集、そ

して収集作業中に子どもを見守るパトロ

ールなどを実施しておりますが、この取り

組みについてお聞かせいただきたいと思

います。 

 そして、２５番目です。エコアクション

２１認証取得助成事業について。 

 申請が１件あったということで、この事

業の取り組み内容、実績についてご答弁を

いただきました。 

 そして、この認定取得推進のためのメリ

ットのさらなる周知について、認証をとる

とこんなメリットがありますよ。そしてま

た、取得後の事業者のメリットについての

考えについて、お聞かせをいただきたいと

思います。これが今後の課題になってくる

のかなというふうに思います。 

 ２６番目です。ごみ処理施設維持管理事

業について。 

 これも平成２８年度の取り組みについ

てご答弁をいただきました。 

 そしてもう一つ、平成２８年度の取り組

みといたしまして、茨木市との広域連携に

向け、引き続き協議を進めてまいりますと

ありましたが、進捗状況について、改めて

お聞かせいただきたいと思います。 

 ２７番目であります。スクラッチカード

発行事業について。 

 これも平成２８年度の取り組みについ

てお聞かせいただきました。 

 私もお店に行きましてスクラッチカー

ドをいただきまして、５枚目でようやく当

たりました。 

 ところが１円玉で削ったのでぼろぼろ

に、３００という字は見えてたんですけど、
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ぼろぼろになってしまいました。楽しめる

いい取り組みだなというふうに思ってま

すし、市民の方もセッピィのスクラッチカ

ードが始まったんやなというふうにお声

もいただいております。 

 今後の課題としましては、多くの商店、

市内協力店舗がこれに参加してもらうの

が、そもそもの趣旨なのかなというふうに

思いますけども、平成２８年度、１年目実

施されて、そして平成２９年度も実施され、

そして次の目標なんかがございましたら、

お聞かせいただきたいなと思います。 

 そして最後です。２８番目、消費生活相

談ルーム事業についてでございます。 

 これも平成２８年度の中身についてご

答弁をいただきました。今後の課題という

ことで、相談内容が複雑化して、そしてそ

れによって迅速な判断での対応が求めら

れていると思います。 

 そして、多重債務の相談については、年

間の相談件数が毎年２０件前後であると

いうことですので、これもこういう窓口が

市役所にありますよということを多くの

方に周知徹底をしていくことが大事と思

いますので、どうか周知徹底をよろしく、

実績を上げておられますので、よろしくお

願いします。これは要望としておきます。 

 以上で２回目終わります。 

○増永和起委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 休憩前に引き続き質疑を行います。 

 答弁を求めます。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にご答弁させて

いただきます。 

 まず１点目でございます。ＬＥＤ防犯灯

等防犯推進事業。ＬＥＤ化に伴う費用対効

果というご質問に答えさせていただきた

いと思います。 

 費用対効果としましては、２点あるとい

うふうに考えております。 

 まず１点目は、電気代に関してでござい

ます。電気代に関しましては、平成２８年

度の決算額１，４２４万７，４０５円とな

ってございまして、ＬＥＤ化前の平成２４

年度の決算と比べ、約４７３万円の減少と

なってございます。これは一定経費の削減

効果があったというふうに評価しており

ます。 

 もう一点は、維持管理についてでござい

ます。ＬＥＤ化直後におきましては、関西

電力が管理する自動点滅器と灯具との相

性等も問題があり、かなり修繕の件数がご

ざいました。平成２６年度は８８件、その

後、平成２７年度は６１件、平成２８年度

は４０件とこの不具合も徐々に解消され

ており、修繕についても件数が減ってきて

いる状況になってございます。この修繕料

の負担が一定減ってきていることについ

ても費用対効果というふうに評価させて

いただいております。 

 続きまして、防犯カメラの維持管理体制

等についてのご質問にご答弁させていた

だきます。 

 維持管理につきましては、平成２８年度

には、保証期間が切れております４０台の

街頭防犯カメラの保守点検業務を委託し、

清掃、アングルの修正等を行ったところで

ございます。防犯カメラの耐用年数につき

ましては、おおむね５年から６年というこ

とで伺っておりまして、平成２５年度から

設置しておりますので、平成３０年度から

耐用年数を迎える機器について更新を検
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討しているところでございます。 

 あと、画像のデータについてでございま

す。画像データについては保存及び転送に

ついては、ＳＤカード方式のものが２０台、

Ｗｉ‐Ｆｉ方式でのデータ転送のものが

５０台となってございます。 

 あと、警察との連携におきまして、設置

箇所の選定や協議については、犯罪状況、

あと、民間の防犯カメラの設置等について

も警察のほうは把握されておりますので、

そこら辺を勘案して十分に有効な設置場

所を探せるよう協議等を行っているとこ

ろでございます。 

 また、先ほどの答弁でもお答えさせてい

ただいたんですけれども、捜査関係の照会

がございましたら、防犯カメラ画像の資料

の提供を行っておるところでございます。 

 続きまして、犯罪被害者等支援事業につ

いてでございます。課題と考えております

のは、ご承知のとおりにこのような条例を

もっている自治体は本市と府内では堺市

ということになってございますので、各機

関との連携、これが一番大事になってきま

すので、やはり大阪府警、摂津警察署との

日々の連携。そして、また、先ほどありま

した堺市、大阪市、大阪府等との連携をす

る中で情報共有し、犯罪被害者支援がスム

ーズに行われるように図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、周知方法についてでございます。

周知方法については、市の広報誌並びにホ

ームページの掲載、リーフレットを作成し

ておりますので、これを配布させていただ

いております。特にリーフレットにつきま

しては、自治連合会の総会時に市内全自治

会長へリーフレットの配布をさせていた

だき、制度の周知を図っているところでご

ざいます。 

○増永和起委員長 船寺課長。 

○船寺市民活動支援課長 市民活動支援

課にかかわるご質問にお答えします。 

 市民活動支援事業のうち、平成２８年度

摂津市市民公益活動補助金につきまして、

ご説明申し上げます。 

 全部で５件ございます。初期事業コース

につきましては、アンサンブル・ギリビッ

ツォおんがくひろばという団体が市民音

楽ふれあい事業ということで、未就学児の

親子連れを中心に広く聞き覚えのあるク

ラッシックやディズニー、ジブリなどのポ

ップスをクラッシックにアレンジした曲

を聞いていただいて、広く市民に音楽に触

れてもらう機会を提供するということで

実施されております。平成２８年度は幼稚

園、保育所等での演奏活動を中心に展開す

るとともに、所有楽譜の貸し出し等を行わ

れております。実施場所はコミュニティプ

ラザであったり、第１児童センターであり

ましたり、各保育園、保育所を回られてお

ります。 

 団体の事業総額につきましては、６万７，

６０５円で、補助金としての支出できる確

定額５万４，０００円の補助をさせていた

だいております。 

 発展事業コースにつきましては、摂津ま

るごとプロジェクト、事業名は摂津まるご

と大学創立プロジェクトという事業名が

ついておりまして、事業の内容につきまし

ては、地域の中で自分らしく働きたい、地

域や社会に役立つ活動をしたいという思

いのある人を発掘して育成する市民大学

を開校し、企画運営をするという内容であ

ります。この大学で学ばれた方につきまし

ては、その後、地域のキーパーソンとなっ

ていただいて、新たな人材育成に取り組ん

でいただくという循環型の地域活性化を
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目指されております。 

 実施事業総額につきましては、５５万３，

０００円で、交付決定額につきましては、

３０万円交付させていただいております。 

 もう一つ、ＮＰＯ法人せっつブルーウィ

ングスです。親子で運動遊び事業というこ

とで、未就学児とその親を対象に２０組の

親子に遊びを取り入れた運動をしてもら

うということで、マット運動、平均台、跳

び箱運動をされております。怖くて今まで

できなかったことを遊びを通じて子ども

がどこまでできるかを体験していただく

という事業内容となっております。実施場

所については、子育て総合支援センターの

遊戯室等でされております。 

 事業総額につきましては、１４万４，８

８８円で、補助金の該当する確定額につい

ては、８万７，０００円交付させていただ

いております。 

 もう一点は、ＮＰＯ法人情報ネット・ワ

ークスです。この事業名につきましては、

摂津ワンデイ映画祭ということで、徘回マ

マリン８７歳の夏、上映＆トークというこ

とをされました。 

 摂津で高齢者が安心・安全に暮らせるま

ちにするためのヒントを得るためにドキ

ュメンタリー映画、徘回ママリン８７歳の

夏の上映及び監督出演者の講演を実施さ

れました。これはコミュニティプラザのコ

ンベンションホールでされております。 

 事業費につきましては、２７万９，１５

２円で、そのうち２０万９，０００円を補

助させていただきました。 

 あと、人材育成コースというのがありま

す。これは市民活動団体の方が、活動の参

考になる講座に参加するときの費用を負

担するという補助金でございまして、マミ

ー・クリスタルという団体が先に説明させ

ていただきました摂津まるごとプロジェ

クトでやられました摂津まるごと大学コ・

ミニ起業学科受講に２名参加されており

ます。１人１万円になっております。 

 先ほどの質問の中で、市民公益活動補助

金を使って、企業等に働きかけて企業等が

こういう市民公益活動をすることを可能

にするべきではないかというご意見がご

ざいました。企業等に働きかけるのは、ま

だまだできておりませんけれども、平成２

９年度におきましては、摂津市商工会女性

部婚活応援隊という団体をつくっていた

だきまして、赤い糸大作戦というのを今年

度２回実施する予定にしております。１回

目は４月にさせていただきましたけれど

も、多くの参加者があったというふうに聞

いております。 

 続きまして、別府コミュニティセンター

事業におきまして、今後のイベント開催や

講座、また、コミュニティセンター主催事

業についての考え方を説明させていただ

きます。 

 現在やっております講座につきまして

は、引き続き実施していきたいというふう

に考えております。そのほか生涯学習課の

公民館講座と連携した講座などもやって

おりまして、それも引き続きやっていきた

いと考えております。 

 また、稼働率を上げるというと語弊があ

るかもしれませんけれども、市の部局と協

力しながら、認知症の問題でありますとか。

介護の問題でありますとか。地域福祉の問

題等の講座等も、今後実施する予定で進め

ております。 

 また、コミュニティセンター主催の事業

といたしましては、コミュニティセンター

の指定管理を受けておられます施設管理

公社のほうで月１回程度、エントランスイ
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ベントというのを実施されておりまして、

それには小さいお子様から高齢者も含め

て多くの参加があります。今後も施設管理

公社と協力しながら、コミュニティセンタ

ーの活動が活発にでき、また地域から愛さ

れる施設になるように努力していきたい

と考えております。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります３点のご質問にお答えいたしま

す。 

 まず１点目でございます。地域福祉活動

支援センターを中心とした社会福祉協議

会地域包括支援センター、ボランティアセ

ンターのさらなる連携の取り組みについ

ての問でございます。 

 地域福祉活動支援センターでは、社会福

祉協議会や地域包括支援センター、ボラン

ティアセンターのほか、さまざまなボラン

ティア団体等にご利用いただいておりま

すが、その施設運営につきましては、社会

福祉協議会が深くかかわっており、各団体

の連携、ネットワークづくりにおきまして

も、社会福祉協議会が中心的な役割を果た

している状況でございます。 

 保健福祉課におきましては、社会福祉協

議会と原則月１回ではございますが、定期

的な連絡会を開催しておりまして、ここで

情報の共有、課題の解決、今後の方向性等

を議論する場を設け、さらなるネットワー

クづくりについてもこのような場で議論

してまいりたいと考えております。 

 ２点目につきまして、第三中校校区にお

ける地域福祉活動拠点の整備についての

問でございます。地域福祉活動拠点につき

ましては、現在、４か所ございまして、委

員のご指摘のとおり、第三中校校区の拠点

につきましては、現在、整備はされており

ません。このことにつきましては、地域福

祉計画においても各中学校に１か所整備

するという目標を掲げておりますが、現状

におきましては、千里丘小学校区におきま

しては、最近、増築し、機能強化されまし

た千里丘公民館、柳田小学校区につきまし

ては、いきいきプラザ、旧三宅小学校区に

つきましては、旧三宅小学校でさまざまな

活動を展開されている状況でございまし

て、現在、地域のほうから強い要望等はな

いような状況でございます。 

 今後、新たな施設の設置につきましては、

今後の状況も踏まえながら地域や社会福

祉協議会と協議しながら判断してまいり

たいと考えております。 

 ３点目、災害時要援護者台帳の現在の状

況でございますが、平成２９年４月１日現

在、要援護者数は１万８，２０９人、その

うち同意要援護者数は１，３８２名でござ

います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課にかかります３点のご質問について、

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目なんですけれども、第７期

せっつ高齢者かがやきプランの理念につ

いてということなんですけれども、第７期

かがやきプランに関しましては、団塊の世

代の方が７５歳以上となる２０２５年を

見据えて、さらなるサービスの増加に関し

て、どのようにしてやっていくのかという

ことが課題ですけれども、やはり既存のサ

ービスだけではなく、地域全体として考え

ていくということが国の制度の流れとも

マッチするのではないかなと思っており

ます。 

 また、高齢者の方々がお元気で過ごして

いただくということが非常に大事なこと
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ではないのかなと考えておりますので、第

７期におきましては、高齢者の方が介護が

必要になっても住みなれたまちで暮らし

ていけるという地域包括ケアシステムの

構築を念頭に、いつまでも元気に暮らせる

つながりのまちせっつということを基本

理念として、第７期に挙げる予定をしてお

る状況でございます。 

 ２点目の認知症の徘回ＳＯＳネットワ

ークの登録者の方と事業所数に関しまし

ては、協力事業者、通算延べ平成２８年度

に関しますと９１か所。前年度と比べます

と８か所ふえておる状況ではございます。 

 一方、事前登録の方に関しましては、平

成２８年度、前年度と比較しまして、２３

名の方。８５名の方が登録されておりまし

て、比率でいいますと３７，０％の増加と

いうことでやはり登録に関しては非常に

ふえておる状況でございます。実際、ご利

用された方に関しましては、平成２８年度

に関しまして４名の方がご利用になられ

たという状況でございます。 

 ３点目といたしまして、ひとり暮らしの

見守り等の事業の中で民間の協力に関し

て、どのように安否確認について考えてお

るのかということでございますけれども、

もちろん市の施策として事業の見守りも

活用しながら、地域で見守るということで

既存の団体だけではなくて、もう少し広い

範囲で考えていく必要もあるのではない

のかなと。実際、ひとり暮らし高齢者の方

が非常にふえておる状況もございますの

で、いろんな工夫をしながら見守りの体制

をつくっていくというのが必要ではない

のかなと考えておる状況でございます。 

○増永和起委員長 大西課長。 

○大西生活支援課長 それでは、生活支援

課にかかります２回目のご質問について

ご答弁させていただきます。 

 学習支援につきましては、大阪人間科学

大学の学生ボランティアを講師に迎え、通

常の学習支援はもちろんのこと、子どもた

ちの居場所づくりやこころのケアを目的

に毎週火曜日の１８時半から２０時半ま

で実施しております。 

 なお、平成２８年度の参加登録者は中学

生が８名となっており、それぞれの進路に

つきましても１名が就職の道を選びまし

たが、その他の学生につきましては、高校

への進学へとつなげております。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わります２点のご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、障害者虐待防止センターでの相談

の状況などについてでございますが、障害

者虐待防止センターへの通報の件数とい

たしましては、平成２８年度に１９件ござ

いました。件数の推移としましては、平成

２６年度が５件、平成２７年度が１３件、

平成２８年度が１９件ということで、年々

増加をしております。 

 この要因といたしましては、先ほど委員

のお話にもありましたように、障害者虐待

防止法が平成２４年１０月に施行されま

して、現在、５年が経過しているというこ

とで、この障害者虐待防止法が徐々に認知

されてきているということと、警察に相談

があった案件につきましては、必ず障害者

虐待防止センターに連絡をいただいてい

る状況になっております。警察からの積極

的な通報によりまして、通報の件数として

は増加をしていると考えております。 

 それと虐待の通報があった場合の対応

ですけれども、通報がありましたら、まず

一番最初に、通報者からの情報収集を行い
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ますとともに、当事者とも面談を実施いた

しまして、実態の把握にまず努めることを

行っております。 

 その後、緊急性があるかどうか、分離の

必要があるかどうかといった判断を行い

まして、分離の必要がある場合につきまし

ては、緊急一時保護でありましたり、ショ

ートステイを活用することによって分離

を行います。分離の必要がない場合でも、

今後の支援が必要になってまいりますの

で、相談支援事業所等と協議を行いまして、

継続的な支援を行うことになります。 

 次に、障害者職業能力開発センターでの

訓練などを活用した障害者就労支援の取

り組みについてでございますが、障害者職

業能力開発センターでは、障害者の就労を

可能にするために、業務に対する知識であ

りますとか、技能習得はもちろんでありま

すけれども、そのほかにも職業人、社会人

に必要な挨拶でありますとか、マナー等の

習得を図り、職場定着ができるような支援

を実施しております。具体的には、就労後

にコミュニケーションを円滑に行えるよ

うにグループワークでありましたり、ソー

シャルスキルトレーニングを取り入れた

訓練を実施しているところでございます。

平成２８年度の実績といたしましては、１

７名の方が就労に結びついている状況で

す。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 保健福祉課にか

かります１点のご質問にお答えいたしま

す。 

 がん検診事業についてでございます。本

市のがん検診の受診率の目標数値につき

ましては、まちごと元気推進プランにおき

まして、府の健康増進計画であります健康

おおさか２１が中間年に掲げております

目標数値と同様に胃がん検診４０％、肺が

ん検診３５％、大腸がん検診３０％、子宮

頸がん検診３５％、乳がん検診４０％を平

成３０年度の目標数値として掲げており

ます。現在のところ、受診率につきまして

は、いずれも達成はできていない状況にあ

ります。 

 また、５つのがん検診の個別の検診の周

知方法についてでございます。こちらにつ

きましては、年間日程表や広報せっつ、ま

た年度当初に個別に郵送いたしますがん

検診の案内チラシ等における周知となっ

ております。 

 また、がん検診の受診率の目標達成に向

けての今後の取り組みですが、現在、乳幼

児健診の案内通知の中に子宮頸がんの検

診の案内を入れる等、対象者を特化した形

での周知もしております。また、今後、保

健師の地区活動等の機会を捉えまして、が

ん検診の必要性を十分周知していきたい

と考えております。 

 また、調査等研究によりますとやはり個

別案内がかなり効果的であるという結果

も聞いておりますので、そのあたりにつき

ましては、時期や対象者などについて工夫

をし、受診率の向上につなげていきたいと

考えております。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、環境政策

課にかかわります３点のご質問。質問番号

１９、２１、２２になると思います。こち

らについてお答えいたします。 

 １点目、条例改正に伴います新たな環境

政策の取り組みについてでございます。条

例の改正を踏まえまして、これは審議会の

答申を踏まえてということになるんです

けれども、今年度新たに実施した施策とい

たしまして、まずコミュニティプラザにド
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ライ型ミストを設置いたしました。 

 また、ドライ型ミスト発生器につきまし

ては、摂津まつりですとか、南千里丘夕涼

み会等のイベントにおいても設置いたし

ました。 

 それから、美化ボランティア制度の創設、

ごみ減量化リサイクル絵画展をごみ減量

化環境絵画展という形でバージョンアッ

プいたしました。 

 それから、現在は、環境美化推進地区の

指定に向けて取り組んでおります。今後も

まずはこれらの事業の普及と定着を図っ

てまいりたいと考えております。 

 ２点目でございます。環境教育学習事業

に関しまして、協働の取り組みでございま

す。環境政策課における協働の代表される

ものといたしましては、市民環境フェステ

ィバルがございます。こちらは市民団体で

ある市民環境ネットせっつが主催し、摂津

市が共催しております。今年度は１１月１

２日に開催いたしますが、新たに３団体が

出展されることになっております。 

 また、美化ボランティア制度につきまし

ても、市内の環境美化について一つの目的

を目指すという点では、一つの共同の形に

なろうかと思います。今後もさまざまな形

で協働について取り組んでまいりたいと

考えております。 

 続きまして、３点目、温暖化対策事業に

関しまして、環境家計簿の参加件数でござ

いますが、平成３２年の参加目標１，００

０件となっておりますが、そちらに対しま

して平成２６年度が６９４件、平成２７年

度が７０２件、平成２８年度が６６６件と

いうことで、若干減少しておりますが、７

００件前後で推移しております。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかります三つの質問にご答弁をさ

せていただきます。 

 まず１点目、事業系ごみの適正処理と今

後の取り組みということでございます。現

在、月３トン以上のごみを排出する事業所

を多量排出事業所としまして、事業系廃棄

物減量計画書の提出を求めております。そ

の計画に沿って廃棄物の処理、処分をして

いただくよう指導しているところでござ

います。 

 逆に、小規模事業所につきましては、事

業系の紙資源の無料回収を行っており、紙

資源のリサイクルに努めているところで

あり、今後ともこの事業を継続していく考

えでおります。 

 ２点目のごみ収集処理事業にかかる多

様な収集方法につきましてのふれあい収

集、見守りパトロールについてでございま

す。ふれあい収集につきましては、高齢者

のみの世帯や障がい者のみの世帯、そうい

った家庭ごみをごみ集積場へ持ち出すこ

とが困難な世帯につきまして、家庭ごみを

個別に訪問して収集する事業でございま

す。平成２８年度では２８件の申請がござ

いました。いずれも受け入れさせていただ

きまして、平成２８年度末では９３世帯を

対象としております。子ども見守りパトロ

ールでございますが、子ども見守りパトロ

ールにつきましては、警察より安まちメー

ルが入った場合、その都度対象地域につき

まして、ふれあい収集をすると同時にパト

ロールを行うものでございます。 

 続きまして、エコアクション２１認証取

得助成事業の取得推進のためのメリット

の周知と取得後の事業者のメリットにつ

いてでございます。 

 エコアクション２１の取得のメリット

は、大企業取引先からの評価や認定、いわ

ゆるイメージアップというもの、それに光



－57－ 

熱費の削減等々による環境負荷を減らす

ことによる経営システムへの向上、中には

金融機関による融資金利の優遇制度とい

うものがございます。 

 そういったものにつきまして、今後とも

ホームページでＰＲするとともに、取得補

助を含めて、さまざまな機会を用いてＰＲ

してまいりたいと考えております。 

 また、本市における取得後のメリットと

いたしまして、指名業者の格付において加

点を行っております。これにつきましても、

今後も続けてまいりたいと考えておりま

す。 

○増永和起委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、質問番号２

６番、決算概要１０４ページのごみ処理施

設維持管理事業の茨木市とのごみ処理広

域連携の進捗状況について、ご答弁申し上

げます。 

 本市といたしましては、今後の人口の減

少が起因となるごみ排出量の減少が見込

まれる中、市単独で焼却施設を維持するの

ではなく、近隣市とごみ処理施設の広域化

を図り、スケールメリットを生かした効率

的な運用を進めていく必要が重要である

と考えております。 

 現在は、茨木市とごみ処理費の負担の考

え方について協議を現在行っているとこ

ろでございます。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課にかかりますご質問にお答えさせて

いただきます。 

 スクラッチの今後の目標ということで

ございますけれども、ことしも今、ちょう

ど１１月１日からスクラッチ事業を開始

しております。私も先日の休みの間ですけ

れども、ほんの数店舗だけですけれども、

お伺いさせていただきました。その中で感

じましたことは、お店の方も一緒になって

成功させていこう、一緒に盛り上げていこ

う、というようなことを感じたところでご

ざいます。商業の活性化につきまして、こ

のスクラッチ事業がいいのかどうかとい

うのは別にしまして、お店の方も楽しんで、

またやる気を出して、消費者も楽しみなが

ら市内で買い物やいろんな店舗でサービ

スを受けることができて、小規模小売店や

飲食店が少しでも気持ちのうえから元気

になれるような取り組みを今後も関係者

と協議しながら進めていきたいと考えて

おります。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 まず１点目のＬＥＤ防犯灯等防犯推進

事業につきまして、光熱水費などを含めた

費用対効果についてご答弁をいただきま

した。あわせて維持管理関係についてもご

答弁をいただきました。ありがとうござい

ます。 

 昼間でもつきっ放しであったり、あれは

何かデイライトが故障していたり、そうい

ったふぐあいもあります。いずれにしても

このＬＥＤ防犯灯に関しましては、平成２

６年１月から市が管理ということであり

ますけれども、何よりも自治会長をはじめ、

地域の方と連携をとっていただき必要な

ところに設置をしていただきますようよ

ろしくお願いします。あわせて維持管理も

しっかりしていただきますようよろしく

お願いいたします。これは要望としておき

ます。 

 そして、２点目の防犯カメラ設置事業に

つきまして、これも維持管理体制、あるい

は、耐用年数、そして、警察署との連携体
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制等々についてご答弁をいただきました。

ちょっと角度を変えまして、次にもう一点

お聞きしたいのが、みんなが安全で快適に

暮らせるまちをめざしてセイフティパト

ロール隊や子どもの安全見守り隊など、地

域での自主的な防犯活動を推進していま

すと、これにより、市内の犯罪件数は減少

傾向にありますが、街頭犯罪はまだまだ後

を絶ちません。そこで、本市は２４時間撮

影可能な防犯カメラを設置して、街頭犯罪

の未然防止を図るとともに、犯罪発生時に

容疑者の特定につなげる運用も開始しま

すということで、防犯カメラが設置された

わけでありますけれども、ここでセイフテ

ィパトロール隊や子どもの見守り隊など、

地域での自主的な防犯活動の取り組みに

ついて改めてお聞かせいただきたいと思

います。 

 次に、３点目でございます犯罪被害者等

支援事業の中で問題点と課題、そして、周

知方法についてご答弁をいただきました。

警察、そして、支援団体、そして、他の自

治体との連携が不可欠であるということ

でございます。そして、制度の周知徹底を

よろしくお願いいたしまして、これも要望

としておきます。 

 そして、５点目でございます。市民活動

支援事業の中で市民公益活動補助金事業

の内容、実績につきましてお聞かせをいた

だいたわけでございます。詳しくご答弁い

ただきました。さらにこの平成２８年度そ

して、平成２９年度以降、今後の取り組み

の課題について、少しお聞かせいただきた

いと思います。 

 そして、６点目でございます。別府のコ

ミュニティセンターの今後のイベント開

催や講座、そして、コミュニティセンター

主催の事業についてご答弁をいただいた

わけでございます。このコミュニティセン

ターは別府公民館にかわる市民活動や地

域活動を応援する施設として誕生したわ

けでございます。みんなが集い、つながり、

憩い、学び、安心できる場として、大事で

ありますのは、やはり管理者であります摂

津市施設管理公社としっかり連携をとっ

ていただき、近隣の皆様、そして、利用者

の皆様の声がしっかりと反映できるよう

に取り組んでいただきたいと思います。 

 この別府コミュニティセンターが建設

される前は別府の鯵生野団地でございま

して、奥には公園がございました。コンパ

クトな小さい公園でありますけれども、小

さい子どもから小学生まで、子どもが公園

で遊んでおりました。しかし、現在はコミ

ュニティセンターが建設をされ、そして、

公園という位置づけではなくて、広場とい

う位置づけになったわけでございます。ベ

ンチ等々は置いていただいておりますけ

れども、遊具が置いていない状況でありま

す。子どもは遊ぶところがないので、コミ

ュニティセンターの正面玄関のところで

遊んで、道路に飛び出したりするという事

案もあるわけでございます。今度、コミュ

ニティセンターが第１回の別府コミュニ

ティセンター祭りが開催されますので、ど

のような状況で地域の皆さんが使われる

かを検討していただき、今は広場になって

おりますけれども、そこへ遊具をぜひ設置

していただきますようお願いをいたしま

して、これは要望としておきます。よろし

くお願いをいたします。 

 そして、次の地域福祉活動支援センター

事業の中で、連携についてご答弁をいただ

いたわけでございます。地域福祉活動支援

センターが中心となって、社会福祉施設、

地域福祉活動拠点、公民館などの施設のさ
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らなるネットワークの構築、地域福祉活動

推進のコーディネイト機能の役割を果た

していただき、活動支援していただきます

よう要望としておきます。 

 それから、１０番目であります第三中校

校区における地域福祉活動拠点の整備に

ついてご答弁をいただいたわけでござい

ます。拠点をつくらなくても現在、施設が

ありますので、そこで十分いけているとい

うお話であったわけでありまして、そして、

市民の方からのそういうお声もないとい

うご答弁であったわけでございます。いず

れにしましても、この地域福祉活動拠点は

高齢者の方を対象としたふれあいサロン。

また、乳幼児を対象とした子育てサロンな

どを定期的に開催されておられます。さら

に、さまざまな世代の人が集う地域福祉の

活動拠点となるよう施策の充実に努めて

いただきますようお願いをいたしまして、

これも要望としておきます。 

 そして、１１番目の災害時要援護者支援

事業につきまして、対象者、そして、登録

者について詳しくご答弁をいただいたわ

けでございます。ここでもう一点だけお聞

きしたいんですけれども、災害時に高齢者

や障害者の方など自力での避難が難しい

方が迅速かつ安全に避難することができ

るよう日ごろから支援体制を整備するこ

とをはじめとし、支援を必要とされる方々

だけではなく、市民の皆様が安心して暮ら

すことができる地域づくりを目指す。その

ために災害時において支援が必要とされ

る方から申請を受け付けし、地域の支援者

の方々にその情報を提供、共有することに

より、日ごろから防災訓練に役立て、地域

での連携を強化し、災害に備える制度とい

うことで。これは制度の説明なんですけれ

ども、これから、冬になってきまして、各

校区で防災訓練が実施されるわけでござ

います。私も今消防団をさせていただきま

して、消火訓練等々、毎回の地域の防災訓

練には参加をさせていただいているわけ

でございますけれども、いつもやはり思う

ことは、大体同じ方が防災訓練に参加して

いるというのが、私の地域だけかもしれま

せんけれども、やはりそこにできれば、ひ

とりでも、二人でも、この災害時における

要援護者の方と支援する方と一緒にその

防災訓練に参加していただいたらどうか

なというふうに。体にハンディキャップを

もっておられる方、あるいは、ひとり暮ら

しの高齢者の方で自力で避難できない方

と一緒にコミュニケーションをとりなが

ら、防災訓練に参加することというのは、

本当に大事なことだと思いますけれども、

少しこの考えについて市の考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 そして、１２番目でございます。第７期

せっつ高齢者かがやきプランの基本理念

につきまして、ご答弁をいただいたわけで

ございます。この高齢者かがやきプランは、

市が推進する高齢者福祉施策の基本的な

方向を定め、その実現に向けての総合的な

取り組みの方針を明らかにするための大

事な施策であると思いますので、どうか策

定に向けてしっかりと取り組んでいただ

きますよう要望としておきます。 

 それから、１３番目でございます。生活

困窮者自立支援事業の中の中学生の生徒

に対しての学習支援、人間科学大学の生徒

に協力していただいて、地域福祉活動支援

センターで１８時半から２０時半までさ

れているということで、進学につながった

というご答弁もあったわけでございます。

すごくこれは大事な取り組みだと思いま

すので、さらに拡充していただいて取り組
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んでいただきますようお願いしまして、要

望としておきます。 

 そして、１４番目の認知症・介護支援事

業につきまして、これは現在までの登録者

数、事業所の数、あるいは利用者等々の実

績について、ご答弁をいただいたわけでご

ざいます。 

 もう一点お聞かせいただきたいのは、地

域において認知症の人やその家族を支え

る態勢が充実するよう認知症支援ボラン

ティアグループへの支援を実践されたと

いう認識しますが、内容について教えてい

ただきたいと思います。 

 また、認知症初期集中支援チーム、そし

て、認知症地域支援推進員の配置の検討に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、１５番目でございます。ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業につきまして、

宅配を行う事業者など、高齢者の見守りを

多角的に進める。そして、民間のご協力を

いただいての見守り、安否確認等々につい

てご答弁をいただいたところでございま

す。 

 もう一点は、私、一般質問でさせていた

だいたんですけれども、上下水道部が行わ

れております検針員に安否確認をしてい

ただきたいということで質問させていた

だいたんですけれども、システム的にかな

り厳しいというご答弁だったわけであり

ますけれども、今、長野県のある自治体で

水道メーターを活用して、ひとり暮らしの

高齢者を見守ることができるシステムを

９月から運用を開始させております。この

システムは水道の利用状況による安否情

報を家族にメールでお知らせするもので、

離れて暮らす方をそっと見守ることがで

き、ご家族とのきずなと安心をお届けする

ことができるシステムであります。高齢者

元気応援システムＫＩＺＵＫＩというん

ですけれども、水道メーターで水道の利用

状況を把握して、おひとり暮らしをされて

いる高齢者を見守ります。毎朝、水道の使

い初めに配信される元気メール。水道を８

時間以上使っていない。または、２時間以

上の連続使用が確認された場合に配信さ

れる異変メールにより、ご家族に高齢者の

安否をお知らせします。特別なことをして

いただく必要がなく、高齢者ご本人のプラ

イバシーにも配慮して、そっと見守りがで

きるシステムであります。これは有料なん

ですけれども、こういう取り組みもされて

いるわけであります。サポーターの方が増

員されて、１軒、１軒訪問していただいて、

すごく効果が出ているというわけであり

ますけれども、さらにこういう取り組みが

あることも視野に入れていただいて、高齢

者の安否確認をしていただきたいと思う

んですけれども、そういったお考えについ

てご答弁をいただきたいと思います。 

 次に、１６番目であります障害者虐待防

止事業につきまして、相談の状況について

ご答弁をいただいたわけでございます。そ

して、この際、さらにお聞かせいただきた

いんですけれども、この平成２８年度の取

り組みといたしまして、障害者差別解消法

の施行に合わせて、法の理念が社会全体に

浸透するよう周知に努めるとともに、差別

事象への相談体制の構築について、市の考

えについてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 そして、１７番目でございます。障害の

ある方の就業、就労の支援についてであり

ます。障害者職業能力開発センターでの訓

練などを活用した就労支援の充実に向け

た取り組みについてご答弁をいただいた

わけでございます。この取り組みに関しま
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しては、障害者の方の就労の場の確保とい

うことで非常に大事な今後の課題、そして、

取り組みであると思いますので、しっかり

と施策の充実を図りながら取り組んでい

ただきますようよろしくお願いいたしま

して、これは要望としておきます。 

 １９番目です。本市のブランドイメージ

が向上するような環境施策に取り組んで

おられるということで、ドライ型ミストの

設置、あるいは、美化ボランティアの制度

についてご説明をいただいたわけでござ

います。美化ボランティアの制度につきま

しては、これは本当にすばらしい制度だな

というふうに思っております。高く評価を

しているわけであります。現在、約６００

名と多くの方が本制度に登録されている

ということで認識をしておりますけれど

も、もっと多くの市民の方がこの美化ボラ

ンティア制度に参加できるように、また、

推進をしていただきますようお願いをい

たしまして、これは要望としておきます。 

 そして、２０番目であります。がん検診

事業につきまして、受診率の向上に向けて

の取り組み。そして、周知の徹底方法につ

いてご答弁をいただきました。このがんの

検診事業につきましては、これも本当に大

事な取り組みだと思いますので、さらに受

診率の向上、そして、周知の徹底を図って

いただきますようお願いいたしまして、こ

れも要望としておきます。 

 そして、２１番目でございます。環境教

育学習事業につきまして、そして、協働に

よる取り組みにつきまして、ご答弁をいた

だいたわけでございます。ここでもう一点

子ども版の環境家計簿。せっつこどもエコ

ノートの取り組みについて、小学校５年生

を対象にして、平成２７年度から市内の全

小学校で開始をされておりますが、その取

り組みについてお聞かせいただきたいと

思います。 

 そして、２２番目であります。温暖化対

策事業におきまして、ご答弁をいただきま

した。そうですね。先ほども、その前にも

環境家計簿の参加数のご答弁をいただい

たわけでございますけれども、私はこの環

境家計簿はやはり行政、そして、市民、事

業所の方が協働で摂津市における地球温

暖化対策に取り組んでいただける本当に

取り組みやすいツールの一つだというふ

うに認識をしておりますので、どうか引き

続きこういった温暖化対策の事業に取り

組んでいただきますようお願いをいたし

まして、これも要望としておきます。 

 そして、２３番目であります、ごみ減量

啓発事業、そして、ごみ減量対策事業につ

きましてご答弁をいただきました。現在、

この使用済み小型家電リサイクルの拠点

は公共施設でございますけれども、例えば、

民間施設の活用方法などを検討されてい

ると思いますけれども、どこかの市にはこ

の同じ小型家電のリサイクルボックスを

電車の駅に設置されていたことを見たこ

とがありますけれども、そのような民間施

設の活用方法。あるいは、そういった駅に

設置することについて考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 次に、２４番目、ごみ収集処理事業につ

いてでございます。子どもを見守るパトロ

ール、そして、高齢者の方に対するふれあ

い収集ということでご答弁をいただいた

わけでございます。パッカー車でごみを収

集しているときに、歩きスマホをやめまし

ょうであったり、子ども安全見守り中です

という放送を流して、パッカー車でごみ収

集をしていただいております。ありがたい

ことだと思うんですけれども、今、パッカ
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ー車の燃えないごみの中に、例えば、ガス

缶が入っていて、火災が起こった事案であ

ったり、ライターが入っていて火災が起こ

るという、私の家の近くでも起こりました

し、何件も起こっている現状がありますの

で、もし、そういう放送で流せるのであれ

ば、燃やせないごみの中にそういう火災を

発生させるようなものは入れないでくだ

さいというテープを流したらどうかなと

いう。これは提案なんですけれども、そう

いうことをしていただいて、火災からパッ

カー車を守るという取り組みも、どうかし

ていただきたいと思います。これは要望と

しておきます。 

 次に、エコアクション２１認証習得事業

のメリットについてご答弁をいただきま

したけれども、もう一点、事業者への普及

を目的とした摂津スクールの実施につい

てちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 そして、２６番目、ごみ処理施設維持管

理事業についてでございます。広域化に向

けての取り組みを現在進行中で進めてい

ただいているというご答弁をいただいた

わけでございます。このごみの収集処理の

広域化、効率化は本当に大事な取り組みだ

というふうに私自身も認識しておるわけ

でございます。しっかりと摂津市の将来を

見据えていただいて、取り組んでいただき

ますよう。これは要望としておきます。 

 そして、２７番目でございます。スクラ

ッチカード発行事業についての目標とい

うことでご答弁いただいたわけでござい

ます。私はすばらしい取り組みだと思いま

す。しっかりとそういう市内協力店舗のさ

らなる拡大についても取り組んでいただ

きまして、よろしくお願いします。要望と

しておきます。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、セイフテ

ィパトロール隊、子ども見守り隊の取り組

みについて、ご答弁させていただきます。 

 セイフティパトロール隊につきまして

は、小学校区連合自治会や単独の自治会で

組織されておりまして、小・中学生の登下

校時の見守り活動や、青色パトロール車に

よる巡回、夜警などを行っていただいてお

ります。 

 また、各隊長にご参集いただき摂津警察

署から犯罪発生状況の説明や府内の見守

り活動の現状など、情報提供、意見交換を

行っておるところでございます。 

 子ども見守り隊との連携につきまして

は、両隊とも本市の安全・安心を目的とし

た団体でございまして、より効率的な活動

ができるよう今後も連携を深めてまいり

たいというふうに考えております。 

○増永和起委員長 船寺課長。 

○船寺市民活動支援課長 市民活動支援

事業におきます市民公益活動の推進のた

めの今後の取り組みについてご答弁申し

上げます。 

 市民公益活動につきましては、市内には

いろいろな団体が活動されておられます。

そういう中で、それ以外に新たな人材をや

っぱり見つけていくということが大事で

あるというふうに考えておりまして、学習

機会の提供に努めていかなければならな

いと考えております。 

 学習機会につきましては、市民活動支援

課主催で先進市の先進事例の団体の方に

来ていただいて、講座を開催したり、市民

公益活動補助金を受けて、活動されている

団体の代表者の方に来ていただいて、市民

向けの講座を実施します。また、職員の意

識も変えていかなければいけないという
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ことで、職員向けの講座等も予定しており

ます。 

 また、新しい団体を援助していくという

ような形で、先ほどから説明しました市民

公益活動補助金につきまして、平成２９年

度には４団体ほど新しい団体が公益補助

を受けられるというような状況もござい

ます。 

 また、今、市内では多くのいろんな市民

活動団体というのがございまして、それが

縦の形で独立した形で活動されていると

いうことが多ございますので、それの横串

といいますか、連携を図りながら活動を広

げていくということも必要ではないかと

いうふうに考えておりまして、そういう部

分の取り組みについても、今後、検討して

いきたいなというふうに考えております。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 地域の防災訓練に

要援護者が一緒に参加できないかという

ご質問にお答えいたします。 

 災害時要援護者のうち、同意要援護者に

つきましては、現在でも防災訓練の開催に

おいて名簿を利用してよいということで、

同意をいただいております。同意要援護者

につきましては、やはり日ごろから地域に

名簿を渡していいとおっしゃる方ですの

で、日ごろから地域のつながりを持ちたい

というご希望があろうかと思います。です

ので、市としましても、積極的に地域の防

災訓練におきましてご活用いただければ

と考えております。 

 委員がご指摘の要援護者の参加がなか

なか見られないということでございます

けども、そのような状況もあろうかと思い

ますので、我々としましても、今後、こう

いった同意要援護者の方が地域につなが

るという機会をどのように設けていくか

ということにつきましても、検討してまい

りたいと考えております。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、南野委員の災害

時要援護者支援事業と、それからひとり暮

らしの高齢者の事業、これについてちょっ

と市の考え方というのがご質問の中にあ

りましたので、私のほうから答弁させてい

ただきたいと思います。 

 まず、今、担当課長のほうから災害時要

援護者支援事業の分についてお話があり

ましたけれども、これは地域の防災訓練等

につきましては総務建設常任委員会の所

管でございます。ひとり暮らし高齢者等安

全対策事業について、長野県の検針員のい

わゆるＫＩＺＵＫＩというんですか、ご紹

介がございました。これも文教上下水道常

任委員会の所管でございますので、それぞ

れ総務、それから水道の事業には今、おっ

しゃっていただいたご意見、要望につきま

してはしっかりお伝えしていきたいとい

うふうに思っております。 

 それと、現在、昔もよく言われていたん

ですが、向こう三軒両隣というようなこと

をよく言われております。ところがもうほ

とんど死語になって、ほとんどひとり暮ら

しの家庭は民生委員とか、あるいは地域の

自治会の役員等々が面倒を見ておられる

というのが現状であろうかというふうに

思っております。 

 そういう意味では、非常に地域とのつな

がりというのが希薄になってまいりまし

た。そういうことの関係から、昨年の秋で

したか、自治連合会、それから老人クラブ、

それから社会福祉協議会、それから摂津市

ということで協働して「つながりのあるま

ち摂津 みんなで育もう」というアピール

をいたしました。これをいかに要は全庁的
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に広めていくかというのがやはり課題で

あろうかというふうに思っております。 

 そういう意味では、なかなか実効的に、

あるいはダイナミックな展開はできない

かもわかりませんけれども、いろんな自治

会の連合会の会合なり、そういうところで

しっかり議論していただいて、地域の皆さ

ん方でしっかりとつながりを盛り上げて

いただきたいという思いでございます。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係りますご質問についてお答えさ

せていただきたいと思います。 

 認知症ボランティアグループへの支援

について、市としてどのような支援を行っ

ておるのかということについてお答えさ

せていただきます。 

 認知症ボランティアグループとしまし

ては、現在、主に２グループ、ほほえみの

会と福寿草というボランティアグループ

がございます。 

 市のかかわりといたしましては、そのボ

ランティアグループの中のほほえみの会

に、平成２２年から認知症の支援をするた

めの連携会議、認知症支援プロジェクトチ

ームというのをつくっておりまして、その

中のボランティアグループとして入って

いただいております。 

 その認知症支援プロジェクトチームは、

庁内の関係課や、高齢介護課を中心に、関

係課と社会福祉協議会、包括支援センター、

介護保険の事業者連絡会や老人介護者家

族の会などが定期的に会議し、今年度でし

たら２か月に１度会議を持って、関係課の

情報共有や意見等を聞いておる状況でご

ざいます。 

 どんな成果が今までありましたかとい

うことに関しましては、実際、認知症の方

の家族を支える地域資源情報冊子をつく

らせていただいたりとか、あと、老人介護

者家族の会が運営されています認知症の

方の居場所づくりとしては、なつかしカフ

ェを月１回されている、そういうものの立

ち上げの支援などをさせていただいてお

る状況でございます。 

 その中で、ご質問にありました認知症の

初期集中支援チームや、認知症地域支援推

進員の配置を、平成３０年度から行う予定

をしておりまして、特に認知症地域支援推

進員は、こういう認知症に関係する地域ネ

ットワークをつくっていくというような

業務が主な内容でございまして、摂津市と

いたしましては、一定先行して行っておっ

たのを、形として来年度からしっかり行っ

ていくということを考えておる状況でご

ざいます。 

 ただ、非常に新しい事業ということでご

ざいますので、できましたら市の中でまず

やっていくというふうに考えておる状況

でございます。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わります障害者虐待防止事業における相

談体制の構築についてお答えいたします。 

 虐待対応、それから差別事象の対応につ

きましては、基本的には通報が上がってき

てからの対応となっております。しかし、

重大な虐待案件でありますとか、差別案件

を未然に防ぐことからも、早期発見、早期

対応が大切であり、虐待を疑うような事案

が発生した場合には、速やかに通報をして

もらうことが必要となってくると考えて

おります。そのため、研修を実施するなど、

啓発に努めている状況でございます。 

 また、虐待防止に関しましては、相談支

援事業所でありますとか、障害福祉サービ



－65－ 

ス事業所など、関係機関からの早期発見、

早期通報が大切であることから、関係機関

によります障害者虐待防止ネットワーク

会議を年１回の頻度でありますが、開催し

ておりまして、その中で情報共有でありま

すとか連携をとっている状況でございま

す。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号２１番、環

境教育学習事業に関しまして、こども版環

境家計簿せっつこどもエコノートの取り

組みについてお答えいたします。 

 せっつこどもエコノートにつきまして

は、今後、地球温暖化が進行した場合、最

も影響を受けるであろう子どもたちに、地

球温暖化に関する知識の習得と、省エネ意

識の啓発を図ることを目的としたもので

ございます。 

 市内全１０小学校の５年生を対象とし、

夏休みの期間中に自宅でのエネルギーの

使用状況をチェックするような内容にな

っております。 

 チェック項目といたしまして、例えばシ

ャワーを使う時間を１分間短くするです

とか、冷房を使う時間を１時間減らす、テ

レビを見ないときは消すといった日常生

活の中で環境を意識した行動を促すよう

な内容になっておりまして、保護者への意

識の啓発も狙いとしております。 

 平成２８年度につきましては、全５年生

７０９人に対しまして、提出者が４３８人、

６２％の提出率となっております。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかわります２点のご質問にお答え

いたします。 

 まず、小型家電回収ボックスの民間施設

への設置についてでございます。 

 平成２８年度は市内公共施設８か所に

おいて小型家電回収ボックスを設置いた

しました。平成２９年度には鳥飼図書セン

ターのほか、委員がご提案の駅そのもので

はございませんが、まず、正雀駅近隣の正

雀市民ルーム、それと千里丘駅に直結して

おります民間施設である阪急オアシスに

も設置いたしまして、現在合計１１か所の

設置となっております。今後も設置場所を

ふやせるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、摂津スクールの実施につい

てでございます。 

 摂津スクールにつきましては、エコアク

ション２１取得のサポート等を目的とし

ており、平成２２年度に１社対象に開催い

たしました。 

 しかしながら、その後、問い合わせ等々

は全くございませんで、費用対効果を考え、

現在のところ申し込み、問い合わせがあれ

ば、個別に対応している状態でございます。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁ありがとうござ

います。２番目のところで、セイフティパ

トロール隊、そして子どもの安全見守り隊

などについてご答弁をいただきました。あ

りがとうございます。防犯カメラも本当に

大事と思いますけども、私は何よりも犯罪

を起こさない地域づくりにもしっかりと

力を入れて、構築に取り組んでいくことが、

本当に大事であるという意味で質問させ

ていただきました。どうかよろしくお願い

します。要望としておきます。 

 それから、５番目ですけども、この市民

公益活動を育むことは協働の担い手を育

むことにつながっていきます。市民公益活

動が活発化すれば、協働のまちづくりが広

がっていくという意味で、市民公益活動の
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支援は、協働のまちづくりを推進するため

の条例整備の手法でもあるとも言えます。

摂津市が目指すまちづくりの将来像「みん

なが育むつながりのまち摂津」の実現には、

さらにこの市民公益活動を支援していく

ことが大事であるというふうに思います。 

 そして、この市民活動支援課の皆さんの

ポジションというのは、本当に大事と思い

ますので、どうかさらなる構築についてよ

ろしくお願いいたしまして、要望としてお

きます。 

 そして、１１番目の災害時における要援

護者の方を防災訓練に参加ということで

ご答弁をいただきました。少しずつでも、

私はそういうところに参加されることが

本当に大事なことだと思いますので、どう

かよろしくお願いします。要望としておき

ます。 

 そして、１５番目の長野県での高齢者元

気応援システムＫＩＺＵＫＩについて、副

市長からご答弁をいただきました。このよ

うなこともしっかりと視野に入れていた

だいて、取り組んでいただきますよう、要

望としておきます。 

 そして、１６番目の障害者虐待防止事業

について、障害者差別解消法の施行に合わ

せてという部分でご答弁をいただきまし

た。障害者虐待防止法、そして、障害者差

別解消法等が成立し、サービス基盤の整備

に加えて、虐待防止、差別解消等の権利擁

護など、幅広い支援が求められておると思

います。虐待防止につきましては、関係機

関との連携で早期発見とさらなる援助を

お願いいたしまして、要望としておきます。 

 ２１番目のせっつこどもエコノートに

ついてご答弁をいただきました。小学生の

時期から、このようにエコノートを通して

地球温暖化対策に触れることは、本当にす

ばらしいことだと思っております。市民の

方と協働で取り組んでおります環境家計

簿も合わせて摂津市の地球温暖化対策は、

このように取り組んでいますと、ちょうど

ホームページもリニューアルに向けて取

り組んでいただいていると思いますし、そ

ういうホームページの中のサイドメニュ

ーに、この摂津市における地球温暖化対策

というメニューを設けていただきまして、

環境家計簿であったり、美化活動であった

り、こどもエコノートであったりを全国に

どうか発信していただきたいと思います。

要望としておきます。 

 そして、２３番目の使用済み小型家電リ

サイクルの拠点の民間活用についてご答

弁をいただきました。１１か所設置してい

ただいているということで、駅の近くも設

置していただいているということでござ

います。さらなる設置の拡大にもしっかり

と取り組んでいただきますようお願いを

しておきます。 

 障害者就労支援を目的に小型家電に含

まれるレアメタル等の分別作業を障害者

施設が行い、障害者の方の就労支援につな

がる大事な取り組みだと思いますので、ど

うかよろしくお願いをいたします。 

 １４番目、ちょっと飛んでいました。こ

れ最後に１点だけお聞きしたいんですけ

ども、この１点だけです。認知症・介護支

援事業の中で、先ほどもご答弁いただきま

したけれども、大阪府内３３市で最も高齢

化の進む河内長野市では、全職員６４３人

を認知症の高齢者らを支援する認知症サ

ポーターとして養成する取り組みを進め

ておられます。高齢者にとって住みやすい

まちを目指すことが狙いで、担当者は来年

３月までには全職員をサポーターにと目

標を掲げて取り組んでおられますが、摂津
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市でもどうかもし可能でしたら、やってい

ただきたいと思いますけども、ちょっとお

考えについてお聞かせいただきたいと思

います。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、認知症

のサポーター養成を市の職員全員で目指

してというお話でございますが、実際、市

の職員で認知症のサポーターを養成する

キャラバン・メイトの研修を既に受けられ

ている職員は４０名ほどでございます。 

 来年度から特に認知症施策に関して進

めていくということを先ほども認知症初

期集中支援チームや認知症地域支援推進

員の配置をしっかり考えている状況でご

ざいますので、職員がまず認知症のことを

知っていただくというのは大切なことで

ございますので、実際研修担当は人事課に

はなりますが、そういうことが進めていけ

たらということで、要望は上げていきたい

と考えております。 

○増永和起委員長 南野委員。 

○南野直司委員 どうかよろしくお願い

します。要望としておきます。 

 以上で質問を終わります。 

○増永和起委員長 南野委員の質問が終

わりました。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後４時５０分 散会） 
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